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令和元年第６回大木町議会定例会会議録（第１号） 

１．招集年月日   令和元年１２月１２日（木）  午前９時３０分開議 

 

２．招集場所    大木町役場議会議場 

 

３．出席議員  １番  馬 場 高 志   ８番  菰 方 英 二 

        ２番  野 口 裕 子   ９番  德 永 伸 行 

        ３番  原 田   勝  １０番  古 賀 知 文 

        ５番  古 賀 靖 子  １１番  小 畠 裕 司 

        ６番  北 島 好 昭  １２番  中 島 宗 昭 

        ７番  益 田 隆 一  １３番  中 島 和 正 

 

４．欠席議員  なし 

 

５．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

町 長 境   公 雄 こども未来課長 内 藤 智 之 

副 町 長 益 田 富 啓 健 康 課 長 田 中 美和子 

教 育 長 北 原 孝 德  福 祉 課 長 池 末 行 成 

総 務 課 長 境   克 浩 産業振興課長 広 松 栄 冶 

企 画 課 長 北 島 克 彦 建設水道課長 川 村 九州生 

会 計 課 長 的 場 哲 也 環 境 課 長 中 村 和 也 

税務町民課長 杉   康 則 
学校教育課長 
兼生涯学習課長 野 田 昌 志 

 

６．本会議に職務のため出席した者の職氏名 議会事務局長  山口 龍也 

 

７．議案の題目 

 

①会期の決定について 

②町長の挨拶 

③大木町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例及び特別職の職員で常勤 

 のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

④大木町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

⑤大木町消防団員の定数、任用、報酬、分限及び懲戒、服務等に関する条例の 

 一部を改正する条例の制定について 
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⑥大木町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定 

 める条例の一部を改正する条例の制定について 

⑦大木町立保育園条例の一部を改正する条例の制定について 

⑧大木町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を 

 改正する条例の制定について 

⑨大木町水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定について 

⑩大木町印鑑条例の一部を改正する条例の制定について 

⑪大木町廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例の一部を改正する条例の 

 制定について 

⑫気候非常事態宣言について 

⑬令和元年度大木町一般会計補正予算（第３号）について 

⑭令和元年度大木町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）について 

⑮令和元年度大木町水道事業会計補正予算（第３号）について 

⑯大木町学童保育所の指定管理者の指定について 

⑰大木町立木佐木小学校増改築工事請負契約の締結について 

⑱町道の路線の認定について 

⑲一般質問 

⑳大木町議会運営委員会の閉会中の継続調査の申出について 

㉑大木町議会常任委員会の閉会中の継続調査の申出について 

㉒会議録署名議員の指名について 

 

８．議事 

 

 

 

議長  それでは、皆さん、改めましておはようございます。 

 １２月定例会の初日に当たり、一言ご挨拶を申し上げます。 

 師走に入り、２０１９年も残すところ２０日余りとなり、ご出席の各位には

気忙しいことと存じます。年当初に掲げられた目標は、達成できていますでし

ょうか。日々の活動に追われ、見失っているものはありませんか。この多忙な

時期だからこそ、ふと立ちどまり、自分自身を見つめ直し、地域を見つめ、ま
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ちの発展に何が必要なのかを考えるよい機会だと思います。その考えを行動に

移し、町政に反映することで、よりよい大木町が実現していくことでしょう。

私たちの努力が町民お一人お一人の幸せにつながっていくものと確信しており

ます。法律の改正に伴う条例の制定、補正予算など、今定例会も町政発展のた

めに資する活発な議論の展開をお願いし、挨拶といたします。 

 ただいまの出席議員１２名、したがいまして、定足数に達し、定刻を過ぎま

したので、議会は成立いたします。 

 ただいまから令和元年第６回大木町議会定例会を開会します。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 日程第１、会期の決定についてを議題といたします。 

 去る１２月５日、議会運営委員会が開催されましたので、委員長の報告を求

めます。小畠裕司委員長。 

 

小畠委員長  皆さん、おはようございます。 

 去る１２月５日、議会運営委員会を開催し、令和元年第６回大木町議会定例

会の会期日程等について協議した結果、会期を本日から１２月１８日までの７

日間と決定しておりますので、ご協力をお願いし、委員長の報告といたします。 

 

議長  お諮りいたします。委員長の報告のとおり、会期を本日から１２月１

８日までの７日間と決定することにご異議ありませんか。 

 

    異議なし 

 

議長  ご異議なしと認めます。したがって、日程第１、会期の決定について
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は、本日から１２月１８日までの７日間と決定しました。委員長、ご報告あり

がとうございました。 

 日程第２、ここで、議案審議に入る前に、町長の挨拶を許します。境町長。 

 

境町長  皆様、おはようございます。 

 本日ここに、令和元年第６回大木町議会定例会を招集させていただきました

ところ、議員の皆様方におかれましては、師走に入り、何かとご多用の中、出

席を賜り、厚くお礼を申し上げます。 

 ことしも気象災害に次々に見舞われ、全国各地に大きな爪痕を残しました。

９月から１０月にかけて東日本に上陸または接近した台風１５号、１９号、２

１号では、多くの犠牲者を出すなど甚大な被害が発生をいたしました。亡くな

られた方々のご冥福をお祈りするとともに、いまだ避難生活を余儀なくされ、

災害の後片づけなどに追われておられる方々もたくさんおられますけれども、

被災された方々に心からお見舞いを申し上げるとともに、一刻も早い復興・復

旧を願っております。 

 近年では毎年のように異常気象に見舞われ、気象災害による被害が発生をし

ています。本町においても、特に山ノ井川の逸水による浸水被害が近年では毎

年のように発生し、流域住民の皆さんは大きな不安を抱かれています。そのよ

うな中、山ノ井川浸水対策重点地域緊急事業が、今年度から５カ年事業として

実施されることになり、堤防のかさ上げと正原橋のかけかえが予定されていま

す。一刻も早く流域住民の皆さんの不安が和らぐよう、工事進捗を要望してま

いります。 

 また、異常気象による影響が深刻化する状況を受け、本議会において気候非

常事態宣言を議案として上程させていただきました。子どもたちの未来につけ
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を残さない持続可能なまちづくりに向け、町民の皆さんとの協働を進めてまい

りたいと思っておりますので、議員各位のご理解、ご協力を賜りますようお願

い申し上げます。 

 さて、本町議会に提案させていただきました議案につきましては、条例の一

部を改正するもの９件、気候非常事態宣言について１件、補正予算で一般会計

を初め特別会計及び企業会計それぞれ１件、指定管理者の指定について１件、

工事請負契約の締結について１件、町道の路線の認定について１件の計１６議

案でございます。いずれの議案も町政運営上緊要なものでありますので、慎重

なるご審議の上、議決賜りますようお願い申し上げまして、開会に当たりまし

ての挨拶とさせていただきます。 

 

議長  町長の挨拶を終わります。 

 日程第３、議案第５３号大木町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例

及び特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する

条例の制定についてを議題といたします。 

 職員に議案を朗読いたさせます。事務局長。 

 

事務局長  議案第５３号大木町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例

及び特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する

条例の制定について。 

 次のとおり大木町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例及び特別職の

職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例を制定す

ることについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１

号の規定により、議会の議決を求める。 
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 令和元年１２月１２日提出、大木町長、境公雄。 

 以上でございます。 

 

議長  職員の朗読を終わります。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。境町長。 

 

境町長  議案第５３号大木町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例及

び特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条

例の制定についての提案理由を申し上げます。 

 本案は、特別職の職員の給与に関する法律の改正に伴う、国の特別職の職員

等の取り扱いに準じ、議会議員及び特別職の職員で常勤のものの期末手当の支

給割合を改定する必要があるので、この条例を制定しようとするものでありま

す。 

 詳細につきましては、担当課長に説明させますので、ご審議いただき、議決

賜りますようお願い申し上げまして、提案理由といたします。 

 

議長  これをもって提案理由の説明を終わります。 

 詳細にわたる説明を所管課長に求めます。境総務課長。 

 

総務課長  議案第５３号大木町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例

及び特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する

条例の制定についてご説明いたします。 

 議案書の条例案並びに参考資料の１ページから４ページをお願いいたします。 

 本案は、特別職の職員の給与に関する法律の改正に伴い、国の特別職の職員
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等の取り扱いに準じ、議会議員及び特別職の職員で常勤のものの期末手当の支

給割合を改定するため、本条例の第１条及び第２条で大木町議会議員の報酬及

び費用弁償に関する条例を、第３条及び第４条で特別職の職員で常勤のものの

給与及び旅費に関する条例の一部を改正するものでございます。 

 改正の内容は、本年度以降の期末手当の支給割合を０．０５月分引き上げ、

来年度以降の６月及び１２月支給割合を同率に改正するものでございます。 

 本条例第１条では、議会議員の令和元年１２月期の期末手当に限り、支給割

合を０．０５月分引き上げ、「１００分の１４２．５」から「１００分の１４

７．５」へ改めるものでございます。 

 次に、第２条では、令和２年度以降の期末手当の支給割合について、６月及

び１２月支給の割合を同率にするため、第１条で改正いたしました支給割合

「１００分の１４７．５」を「１００分の１４５」へ改正するものでございま

す。 

 第３条、第４条では、特別職の職員で常勤のものについて、同様の改正を行

うものでございます。 

 なお、附則第１条において、本条例の施行期日を、第１条及び第３条につい

ては公布の日から施行し、令和元年１２月１日から適用することとし、第２条

及び第４条については令和２年４月１日から施行することとしております。 

 附則の第２条については、改正前の条例の規定に基づき支給された本年１２

月期の期末手当について、内払いであることを規定するものでございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

 

議長  所管課長の説明を終わります。 

 これより質疑を行います。質疑ありませんか。 
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    質疑なし 

 

議長  質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。議案第５３号については、会議規則第３８条第３項の規

定によって委員会の付託を省略したいと思います。ご異議ありませんか。 

 

    異議なし 

 

議長  ご異議なしと認めます。したがって、議案第５３号については委員会

の付託を省略することに決定しました。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

 

    討論なし 

 

議長  討論なしと認めます。 

 お諮りいたします。採決を行いたいと思います。ご異議ありませんか。 

 

    異議なし 

 

議長  ご異議なしと認めます。 

 この採決は起立によって行います。日程第３、議案第５３号大木町議会議員

の報酬及び費用弁償等に関する条例及び特別職の職員で常勤のものの給与及び

旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり決定
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することに賛成の方は起立願います。 

 

    起立多数 

 

議長  起立多数です。したがって、議案第５３号本案については、原案のと

おり可決されました。 

 日程第４、議案第５４号大木町職員の給与に関する条例の一部を改正する条

例の制定についてを議題といたします。 

 職員に議案を朗読いたさせます。事務局長。 

 

事務局長  議案第５４号大木町職員の給与に関する条例の一部を改正する条

例の制定について。 

 次のとおり大木町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を制定する

ことについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１号

の規定により、議会の議決を求める。 

 令和元年１２月１２日提出、大木町長、境公雄。 

 以上でございます。 

 

議長  職員の朗読を終わります。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。境町長。 

 

境町長  議案第５４号大木町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

の制定についての提案理由を申し上げます。 

 本案は、人事院勧告などを踏まえ、大木町職員の給与等の額の適正化を図る
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ため、国家公務員の一般行政職の職員の給与の改定に準じ、所定の規定の整備

を行う必要があるので、この条例を制定しようとするものであります。 

 詳細につきましては、担当課長に説明させますので、ご審議いただき、議決

賜りますようお願い申し上げまして、提案理由といたします。 

 

議長  これをもって提案理由の説明を終わります。 

 詳細にわたる説明を所管課長に求めます。境総務課長。 

 

総務課長  議案第５４号大木町職員の給与に関する条例の一部を改正する条

例の制定についてご説明いたします。 

 議案書の条例案並びに参考資料の５ページから１２ページをお願いいたしま

す。 

 本案は、本年の人事院勧告などを踏まえまして、大木町の職員の給与額の適

正を図る必要がございますので、国家公務員の給与等の改定に準じまして、職

員の給与等を改定するものでございます。 

 第１条では、条例第１７条第２項第３号に規定します職員の勤勉手当につい

て、令和元年１２月期の支給割合を０．０５月分引き上げ、「１００分の９２．

５」を「１００分の９７．５」に改正するものでございます。 

 また、職員の給料月額を別表第１のとおり、国家公務員の一般行政職の職員

の給料表に準じまして、高卒初任給を２，０００円、大卒初任給を１，５００

円引き上げますとともに、３０歳代半ばまでの職員が在職する号俸について、

所要の改定を行うものでございます。 

 第２条では、条例第１０条の３に規定します、みずから居住するため住宅を

借り受け、家賃を支払っている職員に対し支給します住居手当について、家賃
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額の下限を「１万２，０００円」から「１万６，０００円」に４，０００円引

き上げ、それに伴う算定の基準となる額を２万３，０００円から２万７，００

０円に改め、また、手当額の上限を１，０００円引き上げるため、「１万６，

０００円」を「１万７，０００円」に改めるものでございます。 

 また、条例第１７条第２項及び第３項に規定します勤勉手当について、令和

２年度以降、６月及び１２月期支給の支給割合を同率にするため、第１条で改

正しました支給割合「１００分の９７．５」を「１００分の９５」へ改めるも

のでございます。 

 なお、附則第１条において、施工期日を、第１条の規定については公布の日

から施行し、職員に適用します改正後の給料表は平成３１年４月１日から、勤

勉手当の支給割合は令和元年１２月１日から適用することとしております。 

 また、第２条及び附則第３条の規定については、令和２年４月１日から施行

することとしております。 

 附則第２条では、改正前の条例の規定に基づき支給された本年１２月期の勤

勉手当及び本年４月から１２月までの給料等については、内払いであることを

規定するものでございます。 

 附則第３条では、第２条の改正により住居手当の額が減額となる職員につい

て、減額となる額の２分の１の額を加算する経過措置を１年間実施することと

しているものでございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

 

議長  所管課長の説明を終わります。 

 これより質疑を行います。質疑ありませんか。７番、益田隆一議員。 
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益田隆一議員  なかなか感じることができない、背中からのといいますか、

アイスブレイク的な質問をさせていただきたいと思います。 

 実はきょう、けさ新聞を見たんですが、先日の新聞でございますが、近隣市

町村の賞与の額が出ておりました。大木町は８０相当、我々議員は３０何万相

当と。議員に関しての特別職に関しては、大体人口の割合に総じて出ていると

いうふうに感じました。ただ、職員の報酬に限りましては、人口の割合に比率

してないような感じが見受けられました。といいますのも、人口がみやま市よ

りも大木町のほうが若干高かったりとか、荒尾市よりも若干高かったりとかと

いうことがございましたので、こういうふうに条例が出て、報酬が上がるよう

に感じ取られるものですから、それにさらにこれだけもらっているのに何でま

た上がるのとか、町民にそういう誤解が招かれないように、もしよろしければ

何らかの回答をいただければと思います。 

 

議長  答弁を許します。境総務課長。 

 

総務課長  益田議員のご質問にお答えしたいと思います。 

 職員の給料、期末手当等、人件費に関するものでございますが、ご承知のと

おり、大木町を含めまして小さな自治体は、まちに人事委員会等を設置してお

りません。福岡県及び政令市等は人事委員会等がございますので、そこで国の

人事院勧告とは別に、それぞれの自治体での民間企業との状況、対比等を調査

されまして、勧告をされておるわけでございますが、先ほど申しましたように

小さな自治体では人事委員会を設けておりませんので、基本的には国の人事院

勧告を尊重する形で、これまでも給与等の改定、これは時の状況によって増額

するときもありますし、減額するときもございますが国の人事院勧告を尊重し
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てまいったところでございます。 

 大木町職員の給与につきましては、現在、国の職員と比べまして１００％を

若干切っているという状況でもございますので、今回の改定につきましては、

国の人事院勧告を踏まえまして、国の職員に準じて改定することとしたところ

でございます。 

 以上で、簡単でございますが、答弁を終わらせていただきたいと思います。 

 

議長  よろしいですね。ほかに質疑ございませんか。 

 

    質疑なし 

 

議長  質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。議案第５４号については、会議規則第３８条第３項の規

定によって委員会の付託を省略したいと思います。ご異議ありませんか。 

 

    異議なし 

 

議長  ご異議なしと認めます。したがって、議案第５４号については委員会

の付託を省略することに決定しました。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

 

    討論なし 

 

議長  討論なしと認めます。 
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 お諮りいたします。採決を行いたいと思います。ご異議ありませんか。 

 

    異議なし 

 

議長  ご異議なしと認めます。 

 この採決は起立によって行います。日程第４、議案第５４号大木町職員の給

与に関する条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり決定す

ることに賛成の方は起立願います。 

 

    起立多数 

 

議長  起立多数です。したがって、議案第５４号本案については、原案のと

おり可決されました。 

 日程第５、議案第５５号大木町消防団員の定数、任用、報酬、分限及び懲戒、

服務等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 

 職員に議案を朗読いたさせます。事務局長。 

 

事務局長  議案第５５号大木町消防団員の定数、任用、報酬、分限及び懲戒、

服務等に関する条例の一部を改正する条例の制定について。 

 次のとおり大木町消防団員の定数、任用、報酬、分限及び懲戒、服務等に関

する条例の一部を改正する条例を制定することについて、地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第９６条第１項第１号の規定により、議会の議決を求める。 

 令和元年１２月１２日提出、大木町長、境公雄。 

 以上でございます。 
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議長  職員の朗読を終わります。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。境町長。 

 

境町長  議案第５５号大木町消防団員の定数、任用、報酬、分限及び懲戒、

服務等に関する条例の一部を改正する条例の制定についての提案理由を申し上

げます。 

 本案は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関

係法律の整備に関する法律の施行に伴い、消防団員の欠格条項及び分限に関し、

所要の規定の整備を行う必要があるので、この条例を制定しようとするもので

あります。 

 詳細につきましては、担当課長に説明させますので、ご審議いただき、議決

賜りますようお願い申し上げまして、提案理由といたします。 

 

議長  これをもって提案理由の説明を終わります。 

 詳細にわたる説明を所管課長に求めます。境総務課長。 

 

総務課長  議案第５５号大木町消防団員の定数、任用、報酬、分限及び懲戒、

服務等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてご説明申し上げます。 

 議案書の条例案及び参考資料の１３、１４ページをお願いいたします。 

 本案は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関

係法律の整備に関する法律の施行に伴い、消防団員の欠格条項及び分限に関し、

所要の規定の整備を行うものでございます。 

 改正の内容は、消防団員の欠格条項を規定しております第４条において、成
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年被後見人または被保佐人を規定しております第１号及び第４号を削り、生じ

ました号ずれを改め、新たに第４号として「消防団員として町長が不適任と認

めるもの」を加えるものでございます。 

 また、分限について規定をしております第５条第１項第１号において、第４

条の改正に伴う号ずれを改めますとともに、新たに「暴力団員または暴力団に

関する規定及び消防団員として町長が不適任と認めるもの」を加えるものでご

ざいます。 

 なお、附則におきまして、本条例は、本年１２月１４日から施行することと

しております。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

 

議長  所管課長の説明を終わります。 

 これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

 

    質疑なし 

 

議長  質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。議案第５５号については、会議規則第３８条第３項の規

定によって委員会の付託を省略したいと思います。ご異議ありませんか。 

 

    異議なし 

 

議長  ご異議なしと認めます。したがって、議案第５５号については委員会

の付託を省略することに決定しました。 
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 これから討論を行います。討論はありませんか。 

 

    討論なし 

 

議長  討論なしと認めます。 

 お諮りいたします。採決を行いたいと思います。ご異議ありませんか。 

 

    異議なし 

 

議長  ご異議なしと認めます。 

 この採決は起立によって行います。日程第５、議案第５５号大木町消防団員

の定数、任用、報酬、分限及び懲戒、服務等に関する条例の一部を改正する条

例の制定については、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

 

    起立多数 

 

議長  起立多数です。したがって、議案第５５号本案については、原案のと

おり可決されました。 

 日程第６、議案第５６号大木町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業

の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを議題

といたします。 

 職員に議案を朗読いたさせます。事務局長。 

 

事務局長  議案第５６号大木町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業
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の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について。 

 次のとおり大木町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す

る基準を定める条例の一部を改正する改正する条例を制定することについて、

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１号の規定により、

議会の議決を求める。 

 令和元年１２月１２日提出、大木町長、境公雄。 

 以上でございます。 

 

議長  職員の朗読を終わります。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。境町長。 

 

境町長  議案第５６号大木町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の

運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についての提案理

由を申し上げます。 

 本案は、幼児教育・保育の無償化のため、子ども・子育て支援法の一部を改

正する法律の施行、関係政令、内閣府令の一部改正により必要な規定の整備を

行われたことに伴い、大木町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運

営に関する基準を定める条例について、所要の改正を行うものであります。 

 詳細につきましては、担当課長に説明させますので、ご審議いただき、議決

賜りますようお願い申し上げまして、提案理由といたします。 

 

議長  これをもって提案理由の説明を終わります。 

 詳細にわたる説明を所管課長に求めます。内藤こども未来課長。 
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こども未来課長  議案第５６号大木町特定教育・保育施設及び特定地域型保

育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定につきま

してご説明いたします。 

 本案は、幼児教育・保育の無償化の実施に関する経緯により、子ども・子育

て支援法の一部を改正する法律が成立・施行されましたことに関連し、関係政

令、関係内閣府令の一部改正により規定の整備が行われたことに伴い、大木町

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

について改正を行うものです。 

 なお、国より、１年を超えない期間内において、市町村の条例が制定される

までの間は、新運営基準は当該市町村条例で定める基準とみなすとなっており

ましたので、今回、その関連の条例を改正するものです。 

 本条例の改正内容につきましては、条例案、そしてお手元の参考資料の１５

ページの新旧対照表でご説明いたします。お開きください。 

 新旧対照表、下線の部分が改正したものでございます。 

 まず、定義第２条第１項第９号から１１号中、「支給認定」という文言を

「教育・保育給付認定」に改める用語の整理を行うもので、以降、合計約８０

カ所での同様に改めるものにつきましては、説明を省略いたします。 

 その他の主なものをご説明いたします。 

 同項で第１２号は保育料無料とする３歳以上教育・保育給付認定こども、以

降、１３号、特定満３歳以上保育認定、１４号、満３歳未満保育認定こども、

第１５号、市町村民税所得割合合算額、１６号、負担額算定基準こども、１９

号、教育・保育、２０号、特定教育・保育施設、２３号、特定地域型保育事業

が、今回の改正で必要な定義として追加をするものでございます。 

 １７ページをお願いいたします。 
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 一般原則といたしまして、第３条では、子ども・子育て支援法の基本理念が

改正されましたことに関連して、「良質かつ適切であり、かつ、子どもの保護

者の経済的負担の軽減について適切に配慮された」という文言が追加改正する

ものでございます。 

 ２１から２５ページをお願いいたします。 

 利用者負担額等の受領、第１３条第１項及び第２項は、特定教育・保育施設

の利用者負担額を原則３歳未満保育認定こどもとし、３歳から５歳の利用者負

担額を対象から外すものです。 

 同条第４項第３号は、保育における副食費を実費徴収するもので、アで低所

得者世帯、イで多子世帯、ウで満３歳未満の子どもについての副食費の免除を

定義するものでございます。 

 ３２、３３ページをお願いいたします。 

 特別利用保育の基準、第３５条第３項は、３歳以上の教育認定こどもに対し

て保育を提供するもので、大木町で同様のケースは現在ございませんが、表現、

語句の変更・追加で、後半の第１３条第２項中からにつきましては、副食費の

取り扱いの定義を追加しております。 

 ３４、３５ページをお願いいたします。 

 特別利用教育の基準、第３６条第３項は、３歳以上の保育認定こどもに対し

て教育を提供するもので、前条と同じく大木町で同様のケースは現在ございま

せんが、表現、語句の変更・追加で、後半の第１３条第２項中以降につきまし

ては、副食費の取り扱いの定義を追加しております。 

 ３５、３６ページをお願いいたします。 

 利用定員、第３７条は、「特定地域型保育事業」の後に「（事業所内保育事

業を除く）」を追加し、小規模保育事業Ａ型、Ｂ型の表記が第４２条にも追記
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されることから、「第４２条第３項第１号において同じ」の再定義を追加しま

した。また、「それぞれの事業ごとの利用定員」の語句を削除しております。 

 ３６、３７ページをお願いいたします。 

 第３９条第２項中、「支給認定こども」を「満３歳未満保育認定こども」に

改める用語の整理を行うもので、以降、合計１４カ所で同様に改めるものにつ

きましては、説明を省略いたします。 

 ３８から４１ページをお願いいたします。 

 特定教育・保育施設等との連携、第４２条第２項から第５項、第８項は、特

定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準の一部改正によ

る改正で、市町村長が認めた場合における連携施設の確保義務の緩和について

追加しております。 

 ４２から４４ページをお願いいたします。 

 利用者負担額等の受領、第４３条第１項及び第２項は、特定地域型保育事業

の利用者負担額を原則３歳未満保育認定こどもとし、３歳から５歳の利用者負

担額を対象から外すものです。 

 ４５から４６ページをお願いいたします。 

 準用といたしまして、第５０条は、特定地域型保育事業所及び特定地域型保

育における語句の準用、読みかえ等を修正・追加しております。 

 ４７から４９ページをお願いいたします。 

 特別地域型保育の基準、第５１条第３項は、「地域型保育給付費には特例地

域型特例給付費をそれぞれ含むものとして」を追加し、前条において準用する

規定を適用し、語句の読みかえを追加しております。 

 ４９から５１ページをお願いいたします。 

 特定利用地域型保育の基準、第５２条第３項は、「地域型保育給付には特例
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地域型保育給付費をそれぞれ含むものとして」を追加し、この章の規定を適用

して語句の読みかえを追加しております。 

 ５１から５３ページをお願いいたします。 

 附則、特定保育所に関する特例で、第２条は、３歳から５歳の保育無償化に

関連し、満３歳未満保育認定こどもを対象とした関連語句を修正したものです。 

 施設型給付費等に関する経過措置、第３条は、今回の内閣府での改正に伴い

削除したものです。 

 連携施設に関する経過措置、第５条は、「特定地域型保育事業者」の後に

「（特例保育所型事業所内保育事業者を除く）」が追加され、経過措置の期間

を５年から１０年に修正するものでございます。 

 なお、この改正した条例は、公布の日から施行いたします。 

 また、内閣府令により、府令の施行の日、令和元年１０月１日から起算して

１年を超えない期間内において市町村の条例が制定・施行されるまでの間は、

新運営基準では当該市町村の条例で定める基準とみなすとなっております。 

 以上で説明を終わります。 

 

議長  所管課長の説明を終わります。 

 これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

 

    質疑なし 

 

議長  質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。議案第５６号については、会議規則第３８条第３項の規

定によって委員会の付託を省略したいと思います。ご異議ありませんか。 
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    異議なし 

 

議長  ご異議なしと認めます。したがって、議案第５６号については委員会

の付託を省略することに決定しました。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

 

    討論なし 

 

議長  討論なしと認めます。 

 お諮りいたします。採決を行いたいと思います。ご異議ありませんか。 

 

    異議なし 

 

議長  ご異議なしと認めます。 

 この採決は起立によって行います。日程第６、議案第５６号大木町特定教

育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例の制定については、原案のとおり決定することに賛成の方は起

立願います。 

 

    起立多数 

 

議長  起立多数です。したがって、議案第５６号本案については、原案のと

おり可決されました。 
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 日程第７、議案第５７号大木町立保育園条例の一部を改正する条例の制定に

ついてを議題といたします。 

 職員に議案を朗読いたさせます。事務局長。 

 

事務局長  議案第５７号大木町立保育園条例の一部を改正する条例の制定に

ついて。 

 次のとおり大木町立保育園条例の一部を改正する条例を制定することについ

て、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１号の規定によ

り、議会の議決を求める。 

 令和元年１２月１２日提出、大木町長、境公雄。 

 以上でございます。 

 

議長  職員の朗読を終わります。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。境町長。 

 

境町長  議案第５７号大木町立保育園条例の一部を改正する条例の制定につ

いての提案理由を申し上げます。 

 本案は、幼児教育・保育の無償化のため、子ども・子育て支援法の一部を改

正する法律の施行、関係政令、内閣府令の一部改正により必要な規定の整備が

行われたことに伴い、大木町立保育園条例について、所要の改正を行うもので

あります。 

 詳細につきましては、担当課長に説明させますので、ご審議いただき、議決

賜りますようお願い申し上げまして、提案理由といたします。 
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議長  これをもって提案理由の説明を終わります。 

 詳細にわたる説明を所管課長に求めます。内藤こども未来課長。 

 

こども未来課長  議案第５７号大木町立保育園条例の一部を改正する条例に

つきましてご説明いたします。 

 改正する条例案、新旧対照表は参考資料５４ページもお願いいたします。 

 本案は、幼児教育・保育の無償化のため、子ども・子育て支援法の一部を改

正する法律の施行に関連し、関係政令、関係内閣府令の一部改正により規定の

整備が行われたことに伴い、先ほど議案第５６号に関連しまして、大木町立保

育園条例についても関連します語句の改正を行うものです。 

 本条例の改正内容につきましては、参考資料の新旧対照表でご説明いたしま

す。 

 下線の部分が改正したものです。 

 第５条第１項中、「支給認定保護者」の文言を「教育・保育給付認定保護

者」に２カ所改めるものでございます。 

 なお、附則のとおり、この改正した条例は、公布の日から施行いたします。 

 以上で説明を終わります。 

 

議長  所管課長の説明を終わります。 

 これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

 

    質疑なし 

 

議長  質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 
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 お諮りいたします。議案第５７号については、会議規則第３８条第３項の規

定によって委員会の付託を省略したいと思います。ご異議ありませんか。 

 

    異議なし 

 

議長  ご異議なしと認めます。したがって、議案第５７号については委員会

の付託を省略することに決定しました。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

 

    討論なし 

 

議長  討論なしと認めます。 

 お諮りいたします。採決を行いたいと思います。ご異議ありませんか。 

 

    異議なし 

 

議長  ご異議なしと認めます。 

 この採決は起立によって行います。日程第７、議案第５７号大木町立保育園

条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり決定することに賛

成の方は起立願います。 

 

    起立多数 

 

議長  起立多数です。したがって、議案第５７号本案については、原案のと
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おり可決されました。 

 日程第８、議案第５８号大木町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 

 職員に議案を朗読いたさせます。事務局長。 

 

事務局長  議案第５８号大木町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例の制定について。 

 次のとおり大木町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例を制定することについて、地方自治法（昭和２２年法

律第６７号）第９６条第１項第１号の規定により、議会の議決を求める。 

 令和元年１２月１２日提出、大木町長、境公雄。 

 以上でございます。 

 

議長  職員の朗読を終わります。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。境町長。 

 

境町長  議案第５８号大木町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例の制定についての提案理由を申し上げます。 

 本案は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関

係法律の整備に関する法律の施行に伴い、児童福祉法の一部が改正されたため、

大木町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例について、

所要の改正を行うものであります。 

 詳細につきましては、担当課長に説明させますので、ご審議いただき、議決

賜りますようお願い申し上げまして、提案理由といたします。 
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議長  これをもって提案理由の説明を終わります。 

 詳細にわたる説明を所管課長に求めます。内藤こども未来課長。 

 

こども未来課長  議案第５８号大木町家庭的保育事業等の設備及び運営に関

する基準を定める条例の一部を改正する条例につきましてご説明いたします。 

 改正する条例案、参考資料は５５ページをお願いいたします。 

 本案は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るため、関

係法律整備に関する法律の制定・施行に伴い、成年被後見人等に係る欠格条項

などの権利を制限している規定について見直しを行う必要が生じ、児童福祉法

が改正されたため、関係条例を改正するものです。 

 本条例の改正内容につきましては、参考資料の新旧対照表でご説明いたしま

す。 

 第２３条第２項第２号、下線部の４号だったものを繰り上げにより第３号と

するものです。 

 なお、附則のとおり、この改正した条例は、児童福祉法の施行期日等に合わ

せまして、令和元年１２月１４日から施行いたします。 

 以上で説明を終わります。 

 

議長  所管課長の説明を終わります。 

 これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

 

    質疑なし 
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議長  質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。議案第５８号については、会議規則第３８条第３項の規

定によって委員会の付託を省略したいと思います。ご異議ありませんか。 

 

    異議なし 

 

議長  ご異議なしと認めます。したがって、議案第５８号については委員会

の付託を省略することに決定しました。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

 

    討論なし 

 

議長  討論なしと認めます。 

 お諮りいたします。採決を行いたいと思います。ご異議ありませんか。 

 

    異議なし 

 

議長  ご異議なしと認めます。 

 この採決は起立によって行います。日程第８、議案第５８号大木町家庭的保

育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制

定については、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

 

    起立多数 
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議長  起立多数です。したがって、議案第５８号本案については、原案のと

おり可決されました。 

 日程第９、議案第５９号大木町水道事業給水条例の一部を改正する条例の制

定についてを議題といたします。 

 職員に議案を朗読いたさせます。事務局長。 

 

事務局長  議案第５９号大木町水道事業給水条例の一部を改正する条例の制

定について。 

 次のとおり大木町水道事業給水条例の一部を改正する条例を制定することに

ついて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１号の規定

により、議会の議決を求める。 

 令和元年１２月１２日提出、大木町長、境公雄。 

 以上でございます。 

 

議長  職員の朗読を終わります。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。境町長。 

 

境町長  議案第５９号大木町水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定

についての提案理由を申し上げます。 

 本案は、水道法が改正され、指定給水装置工事事業者制度への指定の更新制

が導入されたことに伴い、所要の改正を行うものであります。 

 詳細につきましては、担当課長に説明させますので、ご審議いただき、議決

賜りますようお願い申し上げまして、提案理由といたします。 

 



31 

議長  これをもって提案理由の説明を終わります。 

 詳細にわたる説明を所管課長に求めます。川村建設水道課長。 

 

建設水道課長  議案第５９号大木町水道事業給水条例の一部を改正する条例

の制定について説明いたします。 

 議案書の条例案及び参考資料５６ページ、大木町水道事業給水条例新旧対照

表をごらんください。 

 本案は、指定給水装置工事事業者制度の改善を図り、指定給水装置工事事業

者の資質が継続して保持されるよう、指定の５カ年での更新制を導入する旨、

水道法が改正されたことを受け、所要の改正を行うものです。 

 第２８条では、各号によって手数料の徴収を規定しているものですが、第３

号において、指定の更新をする際の更新手数料を徴収する規定を追加した内容

となっています。 

 以上で、議案第５９号大木町水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定

について説明を終わります。 

 

議長  所管課長の説明を終わります。 

 これより質疑を行います。質疑ありませんか。１１番、小畠裕司議員。 

 

小畠裕司議員  給水条例の改正案でございますが、一部、全体条例の条文が

手元にありませんのでわかりかねますが、お尋ねしたいんですが、２８条の分

だけではなく、更新をするということになりますので、各指定業者についての

講習会等も開かれる予定であるのでしょうか、そこをお尋ねしたいと思います。

よろしくお願いいたします。 
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議長  答弁を許します。川村建設水道課長。 

 

建設水道課長  小畠議員の質問にお答えしたいと思います。 

 現在、福岡県の南部地区の１１の自治体と１つの一部事務組合で、既に水道

技術の向上を目指した協議会、これが組織されております。福岡県南水道技術

協議会と申しますが、ここにおいて全事業体協力のもとに、３年に一度、指定

給水装置工事事業者に対する研修会を開催いたしております。また、新しい技

術等の情報発信等も含めて実施をしておりまして、給水装置工事事業者制度の

質の向上に寄与するような活動を既に行っているという状況です。 

 以上です。 

 

議長  よろしいですか。ほかにございませんか。 

 

    質疑なし 

 

議長  質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。議案第５９号については、会議規則第３８条第３項の規

定によって委員会の付託を省略したいと思います。ご異議ありませんか。 

 

    異議なし 

 

議長  ご異議なしと認めます。したがって、議案第５９号については委員会

の付託を省略することに決定しました。 



33 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

 

    討論なし 

 

議長  討論なしと認めます。 

 お諮りいたします。採決を行いたいと思います。ご異議ありませんか。 

 

    異議なし 

 

議長  ご異議なしと認めます。 

 この採決は起立によって行います。日程第９、議案第５９号大木町水道事業

給水条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり決定すること

に賛成の方は起立願います。 

 

    起立多数 

 

議長  起立多数です。したがって、議案第５９号本案については、原案のと

おり可決されました。 

 日程第１０、議案第６０号大木町印鑑条例の一部を改正する条例の制定につ

いてを議題といたします。 

 職員に議案を朗読いたさせます。事務局長。 

 

事務局長  議案第６０号大木町印鑑条例の一部を改正する条例の制定につい

て。 
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 次のとおり大木町印鑑条例の一部を改正する条例を制定することについて、

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１号の規定により、

議会の議決を求める。 

 令和元年１２月１２日提出、大木町長、境公雄。 

 以上でございます。 

 

議長  職員の朗読を終わります。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。境町長。 

 

境町長  議案第６０号大木町印鑑条例の一部を改正する条例の制定について

の提案理由を申し上げます。 

 本案は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関

係法律の整備に関する法律の施行に伴い、印鑑登録証明事務処理要領の一部改

正が行われるため、大木町印鑑条例の一部につき所要の改正を行うものであり

ます。 

 詳細につきましては、担当課長に説明させますので、ご審議いただき、議決

賜りますようお願い申し上げまして、提案理由といたします。 

 

議長  これをもって提案理由の説明を終わります。 

 詳細にわたる説明を所管課長に求めます。杉税務町民課長。 

 

税務町民課長  議案第６０号大木町印鑑条例の一部を改正する条例の制定に

つきましてご説明いたします。 

 今回の改正につきましては、国において成年被後見人等の権利の制限に係る
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措置の適正化等を図るための関係法律整備に関する法律が制定され、成年被後

見人等に係る欠格事項などの権利を制限している規定について見直しを行う必

要が生じたため、国の印鑑登録証明事務処理要領の一部が改正され、令和元年

１２月１４日に施行されることに伴い、本町印鑑条例の一部を改正するもので

あります。 

 参考資料の新旧対照表を使って説明したいと思いますので、５７ページをお

願いいたします。 

 第２条第２項の改正でございます。国の印鑑登録証明事務処理要領の改正に

合わせての改正で、印鑑の登録を受けることができないもののうち、「成年被

後見人」を「意思能力を有しない者」に変更したものでございます。これは、

印鑑の登録を受けることができない者は、意思能力を有しない者に改めたもの

でございます。 

 続きまして、第５条第１項第２号の改正でございます。現行の「記録されて

いる」との表現を、記載と記録とに分け、細かく表現されたものであります。 

 続きまして、第２条の改正でございます。５８ページをお願いいたします。 

 これは、先ほどの第５条第１項第２号の改正に伴い、１２条中で不要になっ

た表現を削除したものでございます。 

 なお、附則において、令和元年１２月４日に施行することといたしておりま

す。 

 以上で、大木町印鑑条例の一部を改正する条例についての説明を終わらせて

いただきます。 

 

議長  所管課長の説明を終わります。 

 これより質疑を行います。質疑ありませんか。６番、北島好昭議員。 
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北島好昭議員  お尋ねをします。登録印鑑の制限を受ける者ということで、

「成年被後見人」が「意思能力を有しない者」に改められたということなんで

すが、成年被後見人ということになれば、裁判所の許可等を得て、この方だと

いうのが特定できると思うんですが、意思能力を有しない者というのは、どう

いった方でその特定をし、窓口であなたはできませんよという判断が下せるの

か、その辺をちょっとお尋ねしたいと思います。 

 

議長  答弁を許します。杉税務町民課長。 

 

税務町民課長  今回の改正につきましては、成年被後見人が今まで印鑑登録

ができない者ということで規定をされておりましたけれども、今回の成年被後

見人の権利の制限に係る措置の適正化を図るための関係法律整備に関する法律

の制定につきまして、成年被後見人においても、ある一定の条件をクリアした

者に関しては印鑑登録ができるということで、成年被後見人という表現を削っ

ての、あくまで意思能力を有しない者ということでの今回の改正になっており

ます。 

 今回の改正につきましては、以上のような理由に基づいての文言の修正とい

うことになっておりますけれども、今、北島議員のほうからご指摘いただいた、

その意思能力を有しないという判断の基準といいますか、そういうものについ

て、手元にちょっと今資料がございませんので、後ほどお示ししたいと思いま

すので、よろしくお願いしたいと思います。 

 

議長  北島議員、よろしいですか。ほかにございますか。 
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    質疑なし 

 

議長  それでは質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。議案第６０号については、会議規則第３８条第３項の規

定によって委員会の付託を省略したいと思います。ご異議ありませんか。 

 

    異議なし 

 

議長  ご異議なしと認めます。したがって、議案第６０号については委員会

の付託を省略することに決定しました。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

 

    討論なし 

 

議長  討論なしと認めます。 

 お諮りいたします。採決を行いたいと思います。ご異議ありませんか。 

 

    異議なし 

 

議長  ご異議なしと認めます。 

 この採決は起立によって行います。日程第１０、議案第６０号大木町印鑑条

例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。 
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    起立多数 

 

議長  起立多数です。したがって、議案第６０号本案については、原案のと

おり可決されました。 

 日程第１１、議案第６１号大木町廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条

例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 

 職員に議案を朗読いたさせます。事務局長。 

 

事務局長  議案第６１号大木町廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例

の一部を改正する条例の制定について。 

 次のとおり大木町廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例の一部を改正

する条例を制定することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

９６条第１項第１号の規定により、議会の議決を求める。 

 令和元年１２月１２日提出、大木町長、境公雄。 

 以上でございます。 

 

議長  職員の朗読を終わります。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。境町長。 

 

境町長  議案第６１号大木町廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例の

一部を改正する条例の制定についての提案理由を申し上げます。 

 本案は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関

係法律の整備に関する法律の施行に伴い、廃棄物の処理及び清掃に関する法律
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の一部が改正されたため、大木町廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例

について、所要の改正を行うものであります。 

 詳細につきましては、担当課長に説明させますので、ご審議いただき、議決

賜りますようお願い申し上げまして、提案理由といたします。 

 

議長  これをもって提案理由の説明を終わります。 

 詳細にわたる説明を所管課長に求めます。中村環境課長。 

 

環境課長  議案第６１号大木町廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例

の一部を改正する条例につきましてご説明申し上げます。 

 条例案及び参考資料の５９ページをお願いいたします。 

 本案は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関

係法律の整備に関する法律が公布され、これに伴い廃棄物の処理及び清掃に関

する法律が改正されたことに伴う本条例の一部を改正するものでございます。 

 改正の概要といたしましては、成年被後見人等の人権が尊重され、成年被後

見人等であることを理由に不当に差別されないよう、成年被後見人等を資格、

職種、業務等から一律に排除する欠格条項を設けている各制度につきまして、

心身の故障等の状況を個別的、実質的に審査し、各制度ごとに必要な能力の有

無を判断する規定へと適正化するものでございます。 

 参考資料の新旧対照表でご説明いたします。 

 業の許可、第４０条第３項第４号、アの改正でございます。本町におきまし

て、一般廃棄物の収集または運搬、あるいは処分を業として行おうとする者に

対する許可につきまして、成年被後見人等に係る権利を制限している規定を見

直すものであり、法律の改正に伴う本条例の一部改正でございます。 
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 なお、改正後の条例につきましては、法律の施行日に合わせ、令和元年１２

月１４日から施行いたします。 

 以上でご説明を終わります。 

 

議長  所管課長の説明を終わります。 

 これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

 

    質疑なし 

 

議長  質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。議案第６１号については、会議規則第３８条第３項の規

定によって委員会の付託を省略したいと思います。ご異議ありませんか。 

 

    異議なし 

 

議長  ご異議なしと認めます。したがって、議案第６１号については委員会

の付託を省略することに決定しました。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

 

    討論なし 

 

議長  討論なしと認めます。 

 お諮りいたします。採決を行いたいと思います。ご異議ありませんか。 
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    異議なし 

 

議長  ご異議なしと認めます。 

 この採決は起立によって行います。日程第１１、議案第６１号大木町廃棄物

の処理及び再利用の促進に関する条例の一部を改正する条例の制定については、

原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

 

    起立多数 

 

議長  起立多数です。したがって、議案第６１号本案については、原案のと

おり可決されました。 

 暫時休憩をいたします。再開を１０時５０分とさせていただきます。 

 

 

休憩    １０時４１分 

再開    １０時５０分 

 

議長  それでは、再開をいたします。 

 日程第１２、議案第６２号気候非常事態宣言についてを議題といたします。 

 職員に議案を朗読いたさせます。事務局長。 

 

事務局長  議案第６２号気候非常事態宣言について、議案第６２号気候非常

事態宣言について。 

 上記の議案を別紙のとおり提出する。 
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 令和元年１２月１２日提出、大木町長、境公雄。 

 次のページをお願いします。 

 気候非常事態宣言案、近年、地球温暖化が原因の気象災害が激しさを増して

います。強い台風や集中豪雨、干ばつや熱波など異常気象による災害が世界各

地で発生し、多数の死者を含む甚大な被害をもたらしています。 

 国連ＩＰＣＣによると、地球の平均気温は産業革命前から既に１度上昇して

おり、２０１８年発表の１．５℃特別報告書の中では、世界への気候変動によ

る影響の甚大さと対策の緊急性を改めて強調し、最小限の影響に食いとめるた

めの１．５℃の気温上昇まで、早ければ１０年後にも到達すると警鐘を鳴らし

ています。 

 今後、地球温暖化は間違いなく深刻化し、次世代への影響が心配されていま

す。本町は、地球温暖化による影響の深刻さを踏まえ、２００８年に大木町も

ったいない宣言（ゼロウエスト宣言）を公表し、住民との協働で持続可能なま

ちづくりを目指してきました。しかし、ここ数年の地球温暖化に起因する気候

変動の影響は、まさしく危機的な状態であり、人間社会や自然界にとって脅威

となっています。 

 この状況を踏まえ、本町は、国連ＩＰＣＣが提唱する２０５０年までに、温

室効果ガス排出量実質ゼロ社会の実現を目指し、ここに気候非常事態を宣言す

るとともに、下記に掲げる温暖化対策に全力で取り組んでいく決意を表明しま

す。 

 １、気候変動が非常事態であることを住民と共有し、もったいない宣言の精

神を継承して、環境と経済が両立した持続可能なまちづくりに挑戦します。 

 ２、深刻化する自然災害、猛暑による健康被害や農業への影響など、気候変

動に対する適応策を推進します。 
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 ３、２０３０年までに公共施設の使用電力を全て再生可能エネルギーで賄う

とともに、住民との協働により脱炭素社会の実現に向けた取り組みを強化しま

す。 

 ４、同じ志を持つ世界中の人々と手を結び、日本政府やほかの自治体に対し、

温室効果ガス排出量実質ゼロ社会の実現に向けた連携を広く働きかけます。 

 以上でございます。 

 

議長  職員の朗読を終わります。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。境町長。 

 

境町長  議案第６２号気候非常事態宣言についての提案理由を申し上げます。 

 本案は、人間の活動による温室効果ガスに起因する気候変動が、人間社会や

自然界にとって脅威となっている状況を踏まえ、町民との情報共有と、温暖化

防止のための脱炭素社会の実現に向けた取り組みを推進し、既に顕著にあらわ

れている温暖化の影響に適応していくため、議会の皆さんのご同意を得て、そ

の決意を内外に表明しようとするものでございます。 

 近年、世界各地で、かつてない豪雨や干ばつ、記録的な熱波などの異常気象

が頻発しています。先日、東日本に接近、または上陸した台風１５号、１９号、

２１号は、多くの人命を奪い、家屋、インフラ、農林水産施設などに甚大な被

害をもたらしました。 

 また、本町においても、ことしは観測史上一番遅い梅雨入りから深刻な水不

足、一転して７月２１日には記録的な豪雨、８月下旬の九州北部を襲った豪雨

など、異常気象の大きな影響を受けた年でした。 

 また、昨年の西日本豪雨、一昨年の九州北部豪雨など毎年のように記録的な
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豪雨に見舞われるなど、異常気象による災害が常態化しています。背景には、

世界的な地球温暖化の影響による海水温の上昇があると指摘されています。 

 現在、スペインで開催されているＣＯＰ２５でグテーレス国連事務総長は、

「２０５０年までに温室効果ガスの排出量を実質ゼロにすることが、世界の平

均気温を１．５度に抑える唯一の道だ。１．５度を超えることは壊滅的な災害

につながることを科学は示している」とし、「私たちは、明日ではなく、今日、

正しい道に向かわないといけない」と呼びかけました。 

 また、ことし９月の国連気候行動サミットでは、スウェーデンの環境活動家

グレタ・トゥンベリさんが、各国首脳に「未来の世代の目は皆さんに注がれて

いる。私たちを裏切るなら絶対許さない」と声を震わせて訴え、その姿が世界

中の若者の心に響きました。 

 ２０１５年に合意されたパリ協定は、世界の平均気温上昇を産業革命前に比

べ２度より十分低く抑え、１．５度に抑制する努力目標を設定し、２１世紀後

半までに人間活動による温室効果ガス排出量を実質ゼロにする方向性を打ち出

しています。 

 しかし、現在の各国の削減目標では、２１世紀末に約３度の気温上昇が起こ

ると予測されています。 

 ２０１８年１０月に国連ＩＰＣＣが公表した１．５度特別報告書によれば、

早ければ２０３０年にも１．５度目標が突破され、壊滅的な気候崩壊に直面し

かねないおそれが強まったと指摘をしました。 

 世界では、これらの状況を捉えて気候変動対策に大きくかじを切る国がふえ

ており、投資についても気候変動の影響を考慮しない企業やプロジェクトへ融

資を行わない動きが広がっています。 

 本町でも、気候変動に対応した持続可能なまちづくりを進める上では、これ
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らの情報を町民の皆さんと共有し、地球温暖化の影響に対する適応策と緩和策

に取り組んでいくことが必要と考え、今回、気候非常事態宣言を表明するもの

であります。 

 宣言は４つの柱で構成をしています。 

 １点目については、基本的なスタンスとして、気候変動が待ったなしの状況

であることを町民の皆さんと共有し、多くの知恵を結集して、持続可能なまち

づくりに挑戦していくという基本姿勢を示しています。気候変動に関する情報

を町民の皆さんに発信するとともに、農家や事業者など幅広い町民の皆さんに

も参加いただいた対策チームを編成して、行動計画を作成し、地球温暖化の影

響を減らしながら、環境と経済が両立した持続可能なまちづくりに挑戦してま

いります。 

 ２点目は適応策です。気候変動により自然災害が常態化し深刻化することを

想定し、災害に対する備えや、災害が発生した場合の迅速な対応策等を再検討

する必要があります。また、温暖化が進めば、熱中症や伝染病などの健康被害

も心配されますので、健康面からの適応策も必要となります。さらに、農業へ

の影響に関しては、高温に強い品種の開発や、化石燃料に頼らない栽培技術の

研究なども進めていかなければならないと考えています。 

 ３点目は緩和策です。温暖化対策として二酸化炭素排出量を抑えるには再生

可能エネルギーへの転換が必要です。２０３０年までに公共施設の使用電力を

全量再生可能エネルギーで賄うことや、公共施設の省エネルギー対策に計画的

に取り組むなど、まずは行政が率先して取り組みを進めてまいります。また、

できるだけ化石燃料に頼らない持続的な農業技術など、農家や関係機関とも協

力しながらその研究を開始したいと考えています。これから町民の皆さんと協

力して脱炭素社会の実現を目指してまいります。 
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 最後に、４点目は協働の取り組みです。これまでに気候非常事態宣言を表明

した国や自治体は、ロンドン、ニューヨーク、パリなどの主要都市、英国、カ

ナダ、フランス、ＥＵなどの国や地域など世界中で１，２００を超えています。

また、世界１５３カ国の１万１，０００人以上の科学者が趣旨に賛同していま

す。 

 国内でも、長崎県の壱岐市が９月２５日に宣言したのを初め、神奈川県鎌倉

市、長野県白馬村、長野県などが次々に宣言をいたしました。本町は本当に小

さな町ですが、まずは行動を起こすことが大切で、小さな取り組みがやがて大

きなうねりとなることを信じ、世界中の地域や自治体、関係機関と連携して取

り組みを推進してまいります。 

 この宣言は、未来を担う世代への責任であり、次世代に恥ずかしくないまち

づくりを進めるための決意と考えておりますので、ご審議いただき議決賜りま

すようにお願い申し上げまして、提案理由といたします。 

 

議長  これをもって提案理由の説明を終わります。 

 詳細にわたる説明は提出者からなされましたので、省略をいたします。 

 これより質疑を行います。質疑ありませんか。１番、馬場高志議員。 

 

馬場高志議員  １番、馬場高志です。質疑させてもらいます。 

 当町大木町においては、工場等も少なく、ごみ回収等もかなりやっているか

と思うんですけれども、そういった中でかなりＣＯ２を削減するということは、

実際には結構難しいことかなというふうに思うんです。 

 再生可能エネルギーを使う、多分太陽光発電のことかなと思うんですが、太

陽光発電が実際ＣＯ２削減に直接減らせるのかどうかは別として、太陽光発電
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以外にも実際に、まちの施策として太陽光以外にも、実際まちの施策としてで

きるようなことがあるのか、もしあるかもしれないのであればちょっと教えて

いただければと思います。 

 

議長  答弁を許します。境町長。 

 

境町長  １番、馬場高志議員のご質問にお答えいたします。 

 本町のいわゆるＣＯ２を発生させないような対策についてのご質問だという

ふうに考えております。まずは議員ご指摘のように、電力においては、やはり

太陽光発電であったりとか、そういうものが主力になってくるんだろうという

ふうに思っています。町内における太陽光発電の普及について、再度普及策を

考えていかなければならないと思っておりますし、その再生可能エネルギーの

普及自体を進めていかなければならないと思っております。 

 そのほかに、やはりエネルギー消費を減らすこと、やはりまだ公共施設も含

めてエネルギー消費の効率化が十分できてない部分がございますので、エネル

ギーの消費を減らすことというのも一つ重要ことだというふうに思っておりま

すし、あと、大木町は大きな工場はございませんけれども、やはり結構農業と

かでは施設栽培とかが普及をしておりまして、そういう面でのエネルギー利用

というのが大きいと。これから大木町で農家の人たちが安心していつまでも農

業をやっていけるような、いわゆる化石燃料にできるだけ頼らない農業のあり

方について、今すぐ解決策があるわけではありませんけれども、これからそれ

を研究して、そういうような持続可能な農業のあり方については、すぐにでも

動き出していかないといけないのかなというふうに考えているところでござい

ます。いずれにしましても、この気候変動対策に軸足を置いたさまざまな考え
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られることを実施していくという、そういう意思表示だというふうに考えてお

ります。 

 そのほかにも、例えば水路の護岸等において木さく等を利用することで炭素

の貯留をふやしていくとか、いろいろまだ具体的に考えられることは多々ある

と思いますけれども、そういう部分については町民の皆さんと一緒になって、

どういうことができるかというのを具体的に検討してまいりたいというふうに

考えているところでございます。 

 以上で答弁を終わります。 

 

議長  よろしいですか。１番、馬場高志議員。 

 

馬場高志議員  先ほど農業のことが出てきたんで、追加でちょっとお伺いし

たいんですが、当町は主要産業は農業ということで、特に最近ハウス栽培、イ

チゴとかアスパラとか、そういったものを栽培されている方が、結構若い方も

含めて多いです。ちょっとこの話をそういった方たちとしたら、正直、ハウス

はがんがん灯油をたいて空気を温めないといけないですから、どっちかという

と多少気温が上がるのは、そういう人たちにとってはオーケーという感じで話

があったんですけれども、その点に関してどうお考えでしょうか。 

 

議長  答弁を許します。境町長。 

 

境町長  地球温暖化で温かくなるのは別に構わないという、農家の方がそう

いうご意見だったということですかね。 

馬場高志議員  当町に多いですね。ハウス栽培をされている方たちは気温が
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上がるのは歓迎する─歓迎するというか、上がってもいいんじゃないかとい

う意見がありましたということです。 

境町長  地球温暖化の捉え方を、やっぱりきっちり正確に捉えて共有する必

要があると思うんですよ。単に地球の平均気温が１度上がりました、２度上が

りました、温かくなりましたねという、そういう話であったらそんなに深刻な

問題にならないんだろうと思うんですけれども、もともと地球の気候システム

が、これまで１００万年ぐらいの間安定していたのが、人為的なＣＯ２が原因

で、これまでの地球が経験したことのないようなスピードで平均気温が上がっ

ていると。そうすることで気候のバランス自体が崩れて、議員もご承知のよう

に近年の集中豪雨であったりとか、台風の肥大化であったりとか、そういうよ

うな非常に深刻な被害が出てきているという、それがやっぱり問題であるとい

うことだというふうに思っています。 

 やっぱり国連が言っているように、多くの科学者が心配しているのが、地球

の平均気温の上昇を１．５度以内ぐらいに抑えておかないと、その後、いわゆ

る臨界点といいますか、ある点を超えてしまうと、気候の暴走というか、そう

いうのが始まる可能性があると。そうなってくると、まさに何が起こるかわか

らない非常に深刻な事態になるんではないかという、そういうような指摘を今

されているわけでございまして、少なくても次の世代、子どもたちや孫たちの

時代に大変な状況にならないようにする、そういうことは今を生きる私たちに

とって非常に大きな責任ではないか、そのことに対して私たちはやっぱりきっ

ちりと対策をとっていかなければならないというのが今回の宣言の考え方だと

いうふうに考えております。 

 その温度が上がるのはいいという、そういうことに関するご認識等について

も、農家の皆さん方等も含めて、今の気候変動の本当に深刻な状況等も情報共
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有しながら、あわせて、やっぱり大木町の農業は、おっしゃるように施設園芸

が主流なんですね。イチゴにしても、アスパラにしても、キノコにしてもです

ね。やっぱりエネルギーをかなり消費していると。ただ、これから本当に気候

変動が深刻になってくると、化石燃料の価格が上がったりとか、そういうよう

なことが出てくる可能性が考えられますので、大木町が農業の町として、これ

からもずっと農業が持続的に続けられるようにするためには、やはり今から化

石燃料に頼らない、そういうような農業のあり方について研究を始めないとい

けないんではないかと。もう今、始めないといけないという、そういうような

ことも考えていますので、そういうことも含めて農家の皆さんともそういう情

報を共有しながら、いろいろ今後の取り組みについては議論を進めていきたい

というふうに考えております。 

 以上でございます。 

 

議長  じゃ、５番、古賀靖子議員。 

 

古賀靖子議員  今の町長の説明の中で、１点目のことでお尋ねします。行動

計画を作成するチームを編成するということでしたが、今、説明の中でいきま

すと、農家や事業者などということは、何か大人中心のメンバーになりかねな

いというように感じましたので、未来の大木町を担う中学生、高校生、また大

学生まで、ぜひその対策チームのメンバーに必要だと思いますので入れていた

だきたいと思うんですけれども、町長のお考えはいかがでしょうか。 

 

議長  答弁を許します。境町長。 
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境町長  古賀議員のご質問にお答えいたします。 

 非常にすばらしいご提案をいただきまして、ありがとうございます。本当に、

やっぱり若い人たちが自分のこととして考えるべき問題だというふうに思いま

すので、ぜひ、この気候変動に関する今後の対策についての委員会等について

は、子どもたちも入っていただくような、そういうような仕組みをぜひつくら

せていただきいというふうに考えています。聞くところによると、長野県が宣

言をされたのも、若い人たちが、やはり今、気候変動に対して県として動いて

くれという、そういうような声に押されて議会のほうで議決をされたというふ

うに聞いています。世界の動きを見ても、非常に若い人たちが、自分の未来に

対する、将来に対する不安を抱えて、この問題に対して積極的に動いていると

いう、そういうような状況があります。本当に若い人たちと一緒に、若い人た

ちの未来のことを考えて大人も一緒に取り組める、そういうような形になれば

すばらしいなというふうに思います。 

 以上でございます。 

 

議長  よろしいですか。では、次、７番、益田隆一議員。 

 

益田隆一議員  先ほどの町長の答弁のとおり、再生可能エネルギーへの転換、

化石燃料を使わないという方法をとられるということでございました。私も、

以前からいろいろ申し上げていますが、この再生可能エネルギーというのは、

今現在、太陽光が主になっていると思いますが、いろいろありますね。水力、

風力とか、地熱とか、いろいろあると思うんですが、本町に限りましては、こ

の風力に関してはなかなか難しいと。水力は堀がなかなか水が動いてないのに

難しいと。現実的ではない。地熱はまずない。となると、もう一つのこのバイ
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オマス、ここは以前、私も議会で申し上げたことありますが、この大木町には

キノコ産業、年間１万トン以上の廃菌床が出ております。これは以前から問題

になっておりまして、キノコ産業もどうにかこれを有効活用したいという声も

上がっております。隣の大川市に限りましては、１日約６トンぐらい木くずが

出るという話を伺っております。これを有効利用して、大川柳川衛生組合筑水

園が実際その木くずを使って、年間５，０００万ぐらいの重油代が軽減できた

と、実際できているという話を聞いております。 

 それを踏まえまして、この大木町も、いろいろ、この廃菌床やら、稲わらや

ら、そういうものを有効利用するときが来たのかなと。町長がこれだけ宣言さ

れて、化石燃料からの転換ということであれば、ここにもやはり着手すべきで

はないのかなと。今後の町長の見解を伺いたいと思います。 

 

議長  答弁を許します。境町長。 

 

境町長  益田議員のご質問にお答えいたします。 

 すばらしいご提案をいただきまして、ありがとうございます。とにかく地域

にあるもの、利用できるものをまず利用するということは非常に重要なことで、

益田議員ご指摘のように廃菌床であったり、稲わら、麦わらであったり、特に

そういう麦わら、稲わら類については、農家としてはどうしても焼却しないと、

次の作付に影響してしまうということで焼却することも多くて、そのことが地

域住民の皆さんの迷惑になったりとか、そういうことも散見されるわけでござ

いまして、そういうものを有効に使える仕組みができれば、本当にすばらしい

なというふうに思っております。そこら辺については、ぜひ今回の宣言をきっ

かけに積極的に研究を進めてまいりたいと思います。そういうものを、例えば
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麦わらをペレットにしてハウスの燃料に使えたらすばらしいですし、そういう

ことをぜひ研究をしていきたいと思っていますし、あともう一つ、バイオマス

は非常に有効だと思っていまして、例えば八女とかの山林がかなり荒廃をして

いるという状況がある。間伐材が利用されてないという状況があります。 

 先ほどちょっと触れましたけれども、例えば掘割の護岸にそういう近くの材

木を使うことで、くいとして使えば、それはその炭素をそこで貯留するわけで

すから、それだけでも効果がありますし、言われるようにそういう近くの山村

とコラボレーションすることでバイオマス燃料を使う仕組みをつくる、それは

この地域の循環圏をつくるということ、地域連携につながりますので、そうい

うことも当然、具体的には検討していけるんだろうというふうに考えています。

そういうことも、ぜひ今後、具体的に検討をしてまいりたいというふうに思い

ます。ありがとうございます。 

 

議長  よろしいですか。ほかにございますか。２番、野口裕子議員。 

 

野口裕子議員  お尋ねいたします。 

 気候非常事態宣言については、内向きに考えるべきではないと考えます。大

木町がこれまで取り組んできた環境の町としての取り組みで、町民に委嘱され

た環境審議会、またごみゼロ推進協議会で、この気候非常事態への説明、もし

くは委員からの提案や質問などはあったでしょうか。私は、長野県白馬村が高

校生の活動で村が動いたということに、本当に大変意義のあるものと考えてお

ります。今回の提案理由にある町民と共有し、対策し、チームを編成して環境

と経済が両立していくまちづくりに挑戦していくというスタンスに大変期待し

ていますけれども、その今までの審議会とごみゼロ推進協議会等での内容につ
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いて、ちょっとお伺いしたいと思います。 

 

議長  答弁を許します。益田副町長。 

 

副町長  野口裕子議員のご質問にお答えします。 

 環境審議会とごみゼロ推進会議、この分につきましては、会議がある際に、

この気候非常事態宣言について検討しているという情報についてはお伝えをし

たところです。今後、まちとしても、もったいない宣言に引き継いだ温暖化対

策にさらに力を入れていきたいと、それにおいてこの気候非常事態宣言は重要

だというようなお話はさせていただいております。ですので、今後、さらに審

議会、あるいはそのごみゼロ委員さん、今まで環境を支えていただいた皆さん

と一緒に情報共有しながら、次のいろんなアイデアまでいただければ非常にあ

りがたいんで、いろいろな意見交換をさせていただきながら進めていきたいと

うふうに考えております。 

 以上です。 

 

議長  よろしいですか。ほかにございますか。１１番、小畠裕司議員。 

 

小畠裕司議員  大変すばらしい宣言案だと思っております。この中で、先ほ

ど町長が提案理由の中で４項目上げられました、情報の共有、それから適応策、

それから緩和策、協働の取り組みということで上げられたかと思います。どれ

も非常に大変重要な項目で、どれか１つを外すということはできないのではな

いかと思っております。ただ、このパリ協定の中では、人間活動による温室効

果ガスの排出量を実質ゼロにするという大変重要な目標があるかと思います。
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再生可能エネルギーよりかは一酸化炭素の排出量をどうやって減らすかと。だ

から、いわゆる省エネルギーに対する対策が最重要になっていくのではないか

と考えています。 

 ここで町長の考えをお伺いしたいんですけれども、この行動計画の工程です

ね、いつから、どのような方々を集めて対策を練っていかれるのか。それから、

これ予算が伴う話になるかと思います。来年３月に令和２年度の当初予算が出

てくるかと思うんですが、その中でのこれに対する予算配分なり、そこら辺を

どうお考えになっていらっしゃるのか。 

 これは気候非常事態宣言、これイギリスが出している話なんですけれども、

宣言を行うことによって、気候変動への政策立案計画キャンペーンなど対応を

優先的にとるものであるということでイギリスのほうではなっているかと思い

ます。また、これを踏まえて国交省のほうでも、気候風土の特殊性を踏まえて、

地方公共団体が独自に省エネ基準を強化できる仕組みを導入することができる

というふうになっております。この辺、まだ宣言案なんで、そこまで具体的に

詰めていらっしゃらないかと思うんですけれども、もうちょっと具体的に進め

方ですね、方向性をもう少し具体的に教えていただければと思っております。

よろしくお願いいたします。 

 

議長  それでは、答弁を許します。境町長。 

 

境町長  小畠議員のご質問にお答えいたします。 

 まず、ＣＯ２の発生を実質ゼロにするという、そういう目標を世界で共通目

標として掲げようと。そうしないと気候変動の影響がやっぱり大きくなるとい

う、そういうことなんですけれども、もちろん小畠議員が言われましたように、
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１つは省エネというか、できるだけエネルギーを使わないというようなことが、

まず１つ大きな対策になってくると思っていますし、ただ、エネルギーゼロと

いうのは無理ですから、やっぱりエネルギーはどうしても使わないといけない

ので、使うエネルギーに関しては、カーボンニュートラル、いわゆる化石燃料

によるエネルギーにできるだけ依らないようにする、そのために再生可能エネ

ルギーであったりとかを使っていこうと。この２つは当然重要な柱になってく

るというふうに考えています。 

 それぞれこの対策をどうするか。国によって、地域によって、それぞれ置か

れている状況等が違いますので、それぞれの取り組み方というのは変わってく

ると思うんですけれども、先ほど来ご質問に出ているように、やっぱりうちの

この取り組みの大きな特徴というのは、住民の皆さんといかに協働をつくり上

げていくのか、この問題を共有して、先ほどのご質問のように若い方も含めて

いかに協働をつくり上げていくのかというのが非常に重要な、うちの取り組み

の特徴になってくるんではないかなというふうに考えています。 

 そういうことで、具体的にどういうようなそういうプランをつくっていくか

ということで、まずはそういう住民委員会、以前、循環のまちづくり委員会等

で、そういうごみ減量等についての協議をさせていただいた経緯もございます

し、そういうような委員会をつくる、もしくはその関連の、例えば農業の専門

部会であったりとか、そういうものをつくって、町民の皆さんととにかくそこ

ら辺についての話し合いをしていくという、そのプロセスが非常に重要なこと

だというふうに考えております。 

 それと、当然予算を伴う部分も出てくると思います。まずはそういう委員会

をするに当たっての委員さんたちに対する報酬等も出てきますし、具体的な対

応策に関して、例えば庁舎の今後の省エネ対策をどうしていくのか。これにつ
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いてはできるだけ効率的にやっていかないといけないので、思いつきであれや

れ、これやれじゃなくて、少しやっぱり計画的に、投資が無駄にならないよう

な形でやっていく必要があると思うので、これについてもしっかりと計画をつ

くった上で取り組んでいく必要があると思いますし、いずれも予算を伴うもの

に関しましては、議会のご承認をいただけなければできませんので、そういう

部分については議会の皆さんともご協議をしながら、大木町の財源も限られて

います、ほかにもたくさん必要な事業もございますので、そういうものとの整

合性とかも考えながら、ただ、この気候変動対策はやっていかなければいけな

いという強い決意を持って取り組んでいきたいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

 

議長  １１番、小畠裕司議員。 

 

小畠裕司議員  関連ではございますが、質問を投げかけていいのかどうか、

ちょっと迷っておりますけれども、ぜひ教育長にもお尋ねしたいと思っており

ます。この気候変動に関しては、やはり教育の現場でもしっかりと教えていか

なければいけない、研究していかなければいけない、学んでいかなければいけ

ないと思っております。これを来年度から、せっかく町長が気候非常事態宣言

をやられるので、教育現場でどのように生かされていくのか。また、これに関

しても予算も伴うかと思いますので、ぜひ執行部には遠慮なく教育費を要求し

ていただいて、子どもたちのために環境に対する非常事態宣言を学ばさせてい

ただきたいなと思っているんで、その辺の決意をできればお聞かせいただきた

いと思います。よろしくお願いいたします。 
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議長  答弁を許します。北原教育長。 

 

教育長 失礼いたします。小畠議員、そして先ほどご質問いただいた古賀靖子

議員のご質問にもあわせて答弁したいと思います。 

 まず初めに、古賀靖子議員から出されました、この委員会の中に子どもたち、

生徒を加えてはというご意見、ご提案をいただきました。非常に貴重な意見だ

と思います。実際に子どもたちが委員の中で参加するということもあれば、も

う一つ、子どもたちの意見を吸い上げるという、子どもたちの提言を取り上げ

るという方策もあるだろうと思って、私も新鮮な感覚で環境問題を捉えて、そ

して自分たちで提言する、それが地域づくりに生かされる、環境問題に生かさ

れるということは、これからの主体者意識を持った非常に大切な取り組みだと

考えております。 

 それから、小畠議員から今ご質問がありましたように、本町は環境教育、環

境問題に対しては、非常に先駆的な取り組みをしているのではないかなと思い

ます。特に大木町の主要施策であります環境問題に対しては、必ず小学校の教

育課程の中に、中学校の教育課程の中に組み入れて、系統的に環境問題に対応

できる教育、環境教育に取り組んでいるところです。 

 先日、１０月に大木中学校が、環境、それから地域の自然、老人・子どもの

福祉、そういった９つのテーマで、３年生が境町長に提言するという活動目標

のもとに総合的な学習を展開しました。そして、校内でのディスカッションを

経て、境町長に３つのグループが提起したところです。非常に子どもたちの新

鮮な感覚で、まちの環境問題、自然保護について捉えているのは非常に胸を打

たれた次第です。 

 この教育が、取り組みが、３年生の一過性の取り組みではなくて、来年度か
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らもきちんとしたカリキュラムの中に位置づけられるように、そういった願い

は学校のほうに伝えました。今後、子どもたちが環境を守る、環境を保全する

主体者となってくれるように、環境教育の中では正しい知識や理解、そして環

境を守るための思考力、判断力や発信する表現力、そして正しく環境を守るた

めの実行力、実践力、こういった３つの力を備えた子どもを育てていきたいと

考えているところです。 

 以上で答弁を終わらせていただきます。 

 

議長  よろしいですか。じゃ、次、３番、原田勝議員。 

 

原田勝議員  ３番、原田勝です。 

 私は、もうほとんど皆さん言われたのと若干似たようなことなんですけれど

も、まず、大きく言えば、この気候非常事態宣言、これは大変いいものだと思

います。ただし、まず住民、後から住民の皆様、いろいろ説明等々すると思い

ますけれども、宣言だけ先走りで、先に出すのか、何か町長の思いとか、何か

あるのかなと個人的には思った次第です。この１２月議会でどうしても可決し

たい思いというか、何かあるのでしょうか。 

 

議長  答弁を許します。境町長。 

 

境町長  原田議員のご質問にお答えいたします。 

 本当、この気候非常事態に関して、実際、近年の災害の発生状況、さらに世

界の動き、国連からの警告、そういうものを受けて、やはり私、首長として、

この問題はとにかく緊急な問題で、看過できないという判断をさせていただき
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ました。大木町はこれまで、もったいない宣言を含めて環境の取り組みをやっ

てきたわけですけれども、目標としては、やっぱり子どもたちの時代につけを

残さないという、そういうまちづくりをやっていこうという、そういうような

ことで取り組ませていただきました。 

 この問題については、本当に非常に深刻な状況であるので、この問題につい

て、私の考え方として、ぜひこの宣言を公表させていただいて、その上で町民

の皆さんと一緒に、この気候非常事態についての情報共有であるとか、今後の

対応であるとか、そういう具体的な対策を協議させていただきたいというふう

に考えたところでございます。これは本当に、今、気候非常事態宣言を公表し

ている自治体も急速に広がっております。世界的にはもう１，２００を超えて、

月に１００とか２００とか、そういうスピードで広がっています。世界がそう

いう危機感を今、共有しているときであるので、大木町としてもぜひこの機会

にこの気候非常事態という形での取り組みについて、認識について宣言をする

ことで、内外にその意気込みというか、その決意を示したいということで、今

回提案をさせていただきました。 

 以上でございます。 

 

議長  よろしいですか。それでは、１２番、中島宗昭議員。 

 

中島宗昭議員  地球温暖化対策というのは本当に大切なことでございます。

それは私たち議員だけでなくて、国民みんなが大体感じているところだとは思

っております。しかしながら、この町長の提案の理由の中で、やっぱりまだま

だ理解できないところがたくさんありますので、その点についてお尋ねをして

いきたいと思いますので、ちょっと時間が長くなるかと思いますが、よろしく
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お願いいたします。 

 現在、大木町においてのＣＯ２の排出量と、またその将来、２０５０年で大

木町の排出量をどのくらい見込まれているのか、そういった形の試算とかをや

ってあるのか。１つずつ聞きます。一遍に言ったらわからないと思いますので、

よろしくお願いします。 

 

議長  わかりました。では答弁を許します。本町の温室効果ガスの排出量の

調査をやってあるかどうかというふうなことでございますので、副町長、よろ

しいか。益田副町長。 

 

副町長  中島議員の質問にお答えします。 

 ＣＯ２の排出量を全て把握しているかと言われますと、ちょっとまだそこま

で把握できてないというのが実態でございます。今後、農業で言えばどれだけ

化石燃料を使用しているのか、あるいは電力をどのくらい使用しているのか、

庁舎にしてもそうですが、あと車の動きについてもそうです。今、さまざまな

化石燃料をもとに排出されているＣＯ２がありますので、それについてできる

範囲でちょっとデータ的にも整えていきたいというふうに考えています。 

 現在わかっているＣＯ２の排出量としましては、公共施設の電力から見込ま

れるＣＯ２の排出量としましては、電力の使用量から換算しますと、１年間で

５７０トンＣＯ２を排出しているということになります。これをまず２０３０

年までに再生可能エネルギーに切りかえていくということで、このＣＯ２の排

出量については削減されるということで取り組みを行っていきたいというふう

に考えていますが、先ほど申しましたように大木町だけが取り組んでも、ＣＯ

２の排出量としては微々たるものと。ただ、これが世界に広がることで、全国
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に広がっていくことで効果が見えてくるというふうに考えますので、できる範

囲、いろんなところで取り組みを進めていきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

 

議長  それじゃ、２点目、１２番、中島宗昭議員。 

 

中島宗昭議員  そういった点は十分に理解しているつもりでございます。ま

た、先ほどからも、小畠議員のほうからもありましたが、そういった中で再生

エネルギーで賄うということで、そういった形での公共施設にまず最初に取り

組むということでございます。そういったのでやっぱり財源というのが必要で

あります。その財源確保はどのように考えてあるのか、町長に。 

 

議長  答弁を許します。財源の確保について。境町長。 

 

境町長  公共施設の電力をどういう形で再生可能エネルギーに置きかえてい

くのかということ、これから具体的に検討することになるので、具体的に財源

で幾ら必要だということは今答えられませんけれども、これはやはりできるだ

けコストをかけずにというか、できるだけそういう費用をかけずに、コストを

かけずに再生可能エネルギーに置きかえるためにはどうしていったらいいのか

というのは、本当にこれから検討していかないといけないと思っています。た

だ、その財源が幾らかかるかについて、それぞれその対策に対して予算が必要

になってまいりますので、それはその都度、議会のほうとご相談をしながら取

り組んでいくというふうになってくるかというふうに思っております。 

 庁舎の電力に関して、みやまのスマートエネルギーと連携をして、あそこが
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メガ発電等を持っていますし、あと当町においても、民間の投資によるそうい

う太陽光発電所等の増加が見込めないかとか、卒ＦＩＴの太陽光発電電力を庁

舎の分に充てられないかとか、そういう形でいろいろ対応を、今後、電力に関

しては考えていくということになるかと思います。 

 また、そのほか、例えばこれからバイオマスエネルギーを活用するために、

当然必要な研究等も出てまいりますし、そういう分については具体的な対策を

とりながら、もちろん財源は限られていますので、その中でどう効果的にその

対策をとっていくかについては、それは本当に具体的に検討しながら、議会と

相談していくしかないというふうに思っております。幾ら財源使うとか、そう

いうことは今ちょっと申し上げられませんので、そういう形で対策は考えてい

かなければいけないというふうに思っております。 

 以上でございます。 

 

議長  １２番、中島宗昭議員。 

 

中島宗昭議員  当然、太陽光発電とか、そういった形になってきたときに、

公共施設だけではなくて、町長が言われた住民との協働ということでございま

すので、当然住民にもそういった面での負担が行くと思います。例えば、太陽

光発電を推進していく、その中で国の補助事業がある中では進んできておりま

すが、それ全てが１００％補助事業ではございません。やっぱり各家庭の負担

が出てきますので、そういった負担のところを町がどうするのか、そういった

ところも考えていってもらわないと、町民との協働はなかなか進まないと思い

ます。 

 それから、化石燃料に頼らない温暖化対策、これも必要だと思います。１９
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７０年、私たち二十ごろに、ブラジルのサンパウロ州のウワエサラシティの市

長さんがうちにホームステイされて、前、川村巧町長のときに表敬訪問したと

きに話されたのは、今、一番危惧しているのがアマゾンの密林の伐採と乱開発、

これが一番の気候変動のもとになると。それから東南アジア諸国、特にタイと

か、そういったところに、特に隣の大川市あたりは家具の産地で、ラワン材と

か、そういったものを伐採させて、あと赤茶けた土の表面だけに被害だけをこ

うむっていったと、いろんなことで批判を受けておりました。そういったこと

で、その脱化石燃料も大切ですけれども、緑をふやす、そういった運動という

のも大切だと思っております。そういったことで非常事態宣言の中には、そう

いった文言とか、いろいろ入れる必要もあると思います。 

 それから、まだ具体的な対策、対応というのはできていませんね。だから農

業面においても、暑さに強い品種改良とか、そういったことを今から考えてい

く。どこで考えますか。今、自分たちが取り組めることは、農業試験場とか、

そういったところに働きかけはできます。ですから、まだそういった農業団体、

先ほど馬場議員も言いましたように、いろんな若い、今、イチゴの生産農家の

６０％が４５歳以下ということで、若い世代が育っております。そういった中

で、やっぱりそういった農業団体、それから商工業、商工会とか、そういった

団体とか、そういったところのまず最初に行動計画チームをつくる中で理解を

いただいて、そうした中でみんなでつくり上げた宣言をする必要がないかと思

いますが、いかがですか。 

 

議長  答弁を許します。境町長。 

 

境町長  気候変動の原因が、もちろん化石燃料というか、ＣＯ２が発生する
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ことによるものと、もちろん緑をふやすというか、ＣＯ２を吸収する対策も重

要だと。もちろん京都議定書の中とかにおいても、そういうようなシステムも

たしか入っていたと思います。ですから、バイオマスを使うということで、例

えば森林を保全するとＣＯ２の吸収能力が上がるので、適切に木材を使いなが

らＣＯ２の吸収量をふやしていくというのは、これはひとつ重要な対策になっ

てくると思うので、先ほど答弁しましたように、バイオマスの利用であったり

とか、そういう緑をふやすための近隣の地域との連携であるとか、そういうの

は当然必要になってくるのかなというふうに思っております。 

 あと、住民の皆さんとの協議が先じゃないかというご意見だったと思うんで

すけれども、宣言というのは自治体、行政として目標を示す一つですね。今、

気候変動というのが非常に深刻な状況に来ているので、自治体としての姿勢と

して、その気候変動の影響をできるだけ少なくするような、そういうような行

動をしようという宣言。その宣言に基づいて住民の皆さんにも参加をしていた

だいて具体的な対策を考えていこうという、そういうようなものだというふう

に理解をしています。宣言というのはそういうような形のものだというふうに

理解しますので、今回、その気候非常事態宣言というのは、これから行動を起

こすんだという、そういう決意を表明しているものだというふうに考えており

ますので、そういうことでぜひご理解をいただきたいというふうに思っており

ます。 

 以上です。 

 

議長  １２番、中島宗昭議員。 

 

中島宗昭議員  宣言がされるのだということで理解はしておるつもりですが、
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やっぱりそういった宣言をすることによって住民に不安を与える、そういった

こともあるということで、十分に話し合いをして、みんなに理解していただく

ためには、まず話し合いが先じゃなかったかということでございます。きょう

の新聞にもちょっと載っていました。もう皆さんご存じだと思いますが、東京

ガスの大手の内田社長のインタビューが載っておりまして、あそこが今、九電

と一緒に火力発電所をやるということでやっておりましたが、やっぱり化石燃

料は負荷が大きいということで、塩化ガスに変えるということできょうの新聞

にも載っておりました。 

 また、そして茨城の鹿島、それから五島沖に風力発電でということで載って

おりました。ちょうど全体に前向きに進んでいるかなと。そういったことで、

今、ＣＯＰ２５もあっておりますけれども、まず国が指針を示す。国がきちん

とした削減、目標とか対策、そういったことをすると思いますので、国の動向

にもやっぱり注視をしていかないといけないし、自分たち、小さな自治体が動

いて国を動かすことも一つの手だてにもなるかと思いますが、まずは国のほう

にそういった宣言も必要ですけれども、陳情書とか意見書とか、そういった方

法もあると思いますが、いかがでしょうか。 

 

議長  答弁を許します。境町長。 

 

境町長  議員ご指摘のように、この気候変動対策というのは、本当に全世界

が参加をして協力してやっていかないと、なかなか効果が得られないというこ

とだと思います。ですから、当然そういういろんな国が全て参加をしていただ

いて、本当に協力してやっていく必要があると。大木町としては、これまでの

環境の取り組みもやってきたということもございますので、ぜひその戦列に加
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わりたいということで、今回宣言をさせていただくわけでございます。もちろ

ん、その宣言をするということについては、近隣の自治体と、宣言をした自治

体もありますし、恐らく準備している自治体もあると思うので、そういうとこ

ろとの連携、もしくはそういう国に対して宣言した自治体として、やっぱり気

候変動に対する取り組みをもう少し強化すべきじゃないかとか、そのための例

えば予算の確保であるとか、そういうことも当然お願いしていくことになって

くるんだろうというふうに思っています。 

 国も今、たしか２０５０年までに８０％削減をするという目標を掲げていま

して、世界で言えば、まだそれでは足りないと、やっぱりそれでは気候変動に

対する影響がまだまだ大変だというような多分見解を示して、今、ＣＯＰ２５

のほうで話し合われていると思うんですけれども、そういう中で大木町として

は、気候変動に対する非常事態という意識、認識を表明することで、とにかく

そういうところに対する戦列に加わることで、周辺に対する協働の呼びかけで

あるとか、もちろん、おっしゃられたように国に対しても、そういうような形

での働きかけ等も当然やっていきたいというふうには考えております。 

 以上でございます。 

 

議長  ほかに質疑ございませんか。１０番、古賀知文議員。 

 

古賀知文議員  すみません。私、ちょっと一身上の都合で歯がないものです

から、きょうマスクで失礼いたします。 

 この気候非常事態宣言なんですけれども、私は、もう既に遅いと思っていま

す。というのが、きのう、ＣＯＰ２５で、小泉環境大臣が、火力発電は中止す

るとはっきり申し上げてもらいたかったんですが、残念ながら今の政権、ひい
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てはアメリカですかね、忖度されたのかわかりませんけれども、もう私、個人

的には非常に残念だったと思うし、恐らく日本の皆様が、化石燃料を要するに

廃止しない国とレッテルを張られたということで、非常に残念な気持ちがして

おります。 

 その中で、今、長野県が地方自治体として手を挙げたということは、非常に

大変な判断ではなかったろうかなというふうに思っております。ましてや、大

木町というのは、日本でも有数な環境のまちというのを自負しておりますし、

そういう面では私は遅かったのかなというふうに思っているぐらいです。 

 そして同時に、一番大事なのは、今後、じゃ、大木町がどういうことができ

るんだと。現時点でできることしかできませんので、そういうことを子どもた

ち、若者を中心に考えて、それで、先ほども申し上げられておるんですけれど

も、これが日本の国の政治を動かすようなうねりになっていただければいいな

と思っています。ぜひ、これは早く進めていただきたいというふうに思います。 

 以上です。 

 

議長  意見ということでよろしいですかね。 

 

古賀知文議員  はい、よろしいです。 

 

議長  ほかに質疑ございませんか。１番、馬場高志議員。 

 

馬場高志議員  今までの話を聞いていると、２つちょっと話がかみ合ってな

いんじゃないかと思って、１つは地球全体のことをおっしゃっていらっしゃる

方と、もう一方では大木町の課題中心に考えていらっしゃる方と、意見として
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出ていたと思うんですけれども、私個人としては、皆さん執行部の後ろに額縁

が張ってあります。主権在民と書いてあるように、ここの議会は大木町の町民

の方のために議論をする場であるというふうに思っているので、地球全体のこ

とをここで議論するのは、ちょっとずれているのではないかと思うんですが、

いかがでしょうか。 

 

議長  答弁を許します。境町長。 

 

境町長  いや、今、地球全体のことを話すことと大木町のことを話すことと

切り離して考えているわけでは決してないと。今、大木町も当然地球の中の一

地域でありますから、その一地域として、今の状況を踏まえて大木町がどうす

るかということを話し合っているというふうに私は解釈をしています。そうい

う意味では、大木町としても今の状況を踏まえて、きちっとこの気候変動に対

する対策については、町民の皆さんとしっかり考えて取り組んでいく必要があ

るんだということを、今、この宣言で決意をしたいということをご提案申し上

げているわけでございまして、馬場議員がおっしゃるように地球全体のことと

大木町のことと切り離して考えているとか、そういう状況ではないと思います。

それはもう背景としてそういう背景があって、大木町としてやっぱり次世代の

ために、今、町として何をせんといかんとかということを決意するということ

がこの宣言の趣旨でございますので、そういうことでご理解をいただきたいと

思います。 

 以上でございます。 

 

議長  それでは、これをもって質疑を終結いたします。 
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 お諮りいたします。議案第６２号については、会議規則第３８条第３項の規

定によって委員会の付託を省略したいと思います。ご異議ありませんか。 

 

    異議あり 

 

議長  １２番、中島宗昭議員。 

 

中島宗昭議員  議員全体の、やっぱりこういった採決する場合は、こういっ

た宣言は全員が賛成に回らんといかんということで、これちょっと置いて、議

員みんなでの話し合いをちょっと持っていただきたいと思うんですが。 

 

議長  それでは、異議がありましたので、暫時休憩をいたします。すみませ

ん、議員の皆様は、ちょっと全協室のほうにお願いをいたします。 

 

 

休憩    １１時５８分 

再開    １２時０５分 

 

 

議長  それでは、再開をいたします。 

 先ほど、委員会付託の省略に異議がございましたので、起立によって採決を

行います。本案については、委員会の付託を省略することに賛成の方は起立願

います。 
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    起立多数 

 

議長  起立多数です。したがって、議案第６２号については委員会の付託を

省略することに決定しました。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

 

    討論あり 

 

議長  討論は、まず、原則として反対意見の方からの討論を述べていただき

たいと思います。１１番、小畠裕司議員。 

 

小畠裕司議員  反対という話ではないかと思うんですけれども、この条例と

いうか提案につけ加えていただきたいのが、まず、町長がおっしゃられた２点

目の対応策で、災害に対する備えや災害が発生した場合の敏速な対応策等を再

検討する必要があると。やはりこの非常事態宣言、来年度、温度が下がるとい

う話ではないかと思います。もう１０年、２０年かけて、やっと温度が下がる

話ではないかと。そうしたら来年もやはり災害が発生する可能性は非常に高い。

まず、どうやって住民の生命を守るか、そこが一番重要な話ではないかと思っ

ています。この宣言と同時に、この守る対策を議員の皆さんも考えていただい

たほうがいいのではないかと思っておるところです。よろしくご検討をお願い

いたします。 

 

議長  次に、賛成の方の討論を求めます。１０番、古賀知文議員。 
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古賀知文議員  議案第６２号気候非常事態宣言について、賛成の弁を述べさ

せていただきます。 

 ご承知のとおり、近年、毎年のように我が国では集中豪雨や台風により甚大

な災害を受けています。それも過去のものに比べ規模がはるかに大きく、しか

も史上初めての場所で起きています。テレビなどで被災地の人々のインタビュ

ーでは、こぞって「今まで数十年生きてきたが初めての経験」と答えています。

また、インフラの管理者は「設計上、想定外の確率である」を連発しています。 

 ことし、世界中で最も大きな被害を受けた国は日本だそうです。以前から温

室効果ガスの排出による地球温暖化と気候変動の相関については、多くの専門

家により証明されており、国連も各国に排出量の抑制を呼びかけてきました。

本日もスペインのマドリードで、ＣＯＰ２５により排出量削減の目標の上積み

を協議しています。 

 大災害による甚大な被害は、世界各地で多くの人の命を奪っています。また、

オーストラリアの森林火災によるコアラの焼死や氷河の凍結による北極グマの

激減など、動植物にも多大な影響を与えています。 

 経済面でも、我が国では１０月から消費税を１０％にアップして、財政のて

こ入れを行いました。がしかし、災害による復旧・復興の費用は、はるかにそ

れをしのぐ額と聞き及びます。 

 近隣の朝倉市、東峰村、ＪＲの日田彦山線などの一部の復旧は、いまだに終

わっていません。関東・東北地方の災害による被災者の中には、仮設住宅で年

を越す人が大勢おられるのではないでしょうか。毎年このような甚大な災害が

起きるかもしれないと思うと想像を絶します。 

 世界の中でも経済大国と言われる国が、限定された地域で、限定された目的

のために温室効果ガスを大量に排出し続け、経済効果を上げようとしています。
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一方で、世界中の至るところで気候変動の影響による大災害で莫大な費用を費

やしています。世界規模では大変な損失であります。何よりも地球温暖化は世

界中の子どもや若者の希望や未来をも奪ってしまうのです。このような愚策を

阻止しなければなりません。 

 最近、長野県が非常事態宣言を行ったということを聞き及びました。大変重

い判断であったろうと思います。なぜなら、ＣＯ２排出削減に消極的な安倍政

権に対し、地方の意思を正面から堂々と述べたのですから、環境のまちを自負

する大木町も早急に気候非常事態宣言を行うべきと考えます。 

 同時に、地球温暖化を食いとめるためには、大木町として何ができるか、何

をすべきかについて、町全体で話し合い、取り組んでいくことが最も重要なこ

とだと考えます。 

 以上、私の賛成の発言を終わります。 

 

議長  ほかに討論者はございますか。１２番、中島宗昭議員。原案に対する

反対ということでお願いいたします。 

 

中島宗昭議員  反対ではないんです。 

 

議長  原案に対しての反対の…… 

 

中島宗昭議員  私は、反対というのは、きょう可決するのがちょっと待って

くれという反対意見を述べます。というのは、先ほど意見を申しましたように、

さっき馬場議員がイチゴ農家のことをちょっと話されましたけれども、なかな

かイチゴ農家、イチゴを栽培するにおいては二酸化炭素が必要ということで、



74 

逆に二酸化炭素の発生装置なども補助金で入れてやっております。そういった

ことで、いろんな団体とかいらっしゃるから、そういった中での行動計画の中

にそういった方々も踏まえた中で、そしてみんなが理解して、少しでも温暖化

を防いでいこうという、そういった機運の中でこの宣言をしていただきたいと

思うから、きょうの採決は、ちょっと私は待っていただきたいということの反

対でございます。 

 

議長  次に、原案に賛成者の発言を許します。６番、北島好昭議員。 

 

北島好昭議員  宣言に賛成の立場で意見を申し上げます。 

 ただ、今、中島議員だったり、小畠議員であったり、原案に反対という鮮明

な意思表示がございませんでしたので、なかなか賛成というのも言いづらいよ

うな雰囲気でありますが、私は、宣言が議案として議決されることに同意をい

たします。 

 それは、本日の町長の提案理由にもありましたとおり、宣言した後に、じゃ、

町民、あるいは事業者、農業者にどういった協力を求めていくのかという中で、

やっぱり農業はとりわけ施設園芸をやっている方、あるいはキノコ産業をやっ

ている方、あるいは産業活動をやっている方についても、生産活動に一定の抑

制なりというのを求めていく必要が出てくるかもしれませんし、一般の町民の

方についても、一応生活の中で一定の抑制をお願いすることも出てくるかもし

れないと。そういったことを踏まえれば、行動計画策定の中に、そういったあ

らゆる人たちの参画を得て行動計画をつくっていくということを、これきちん

と提案理由の中で明確に町長は表明しているわけですから、それを担保とし、

宣言については同意をいたします。 
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 ただ、私が１点危惧をするのは、世界一の消費国であり、また世界一の排出

国だと思うアメリカ合衆国が、なかなか同じ方向を向いていないということに

ついて、じゃ、そういった状況の中でどれだけ効果があるものなのかという部

分については危惧をしておりますが、それがアメリカを除く他の国で盛り上が

り、アメリカを動かすという流れになれば幸いというふうに思っています。 

 以上で賛成の発表を終わります。 

 

議長  ほかに討論ございますか。１番、馬場高志議員。 

 

馬場高志議員  反対のほうから述べさせてもらいます。 

 大木町をちょっと考えたときに、きのうちょっと、夜、大木町の上空の写真

を見てみました。グーグルアースといって、飛行機から、上から見た図が見え

るんですけれども、大木町は緑が多くて、水路があって、本当のどかな平野に

あるんだなと思いました。 

 宣言に関して言えば、まず、私が個人的に思うのが、人口がふえていて産業

がどんどん伸びているようなところであれば、規制をふやすべきだと思ってお

ります。ただ、人口がこれから先、減っていく、産業等に関しても縮小をして

いくような場所では、規制緩和が大切だと思っております。ちょっと大げさな

話になるかもしれないですけれども、この宣言は、少なくとも規制にかかわる

宣言だと思いますので、うちの大木町ではやるべきでない、反対だと思ってお

ります。 

 

議長  次に、賛成の意見の討論を許します。５番、古賀靖子議員。 
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古賀靖子議員  気候非常事態宣言に関する声明、私も賛成いたします。賛成

の理由としまして、まず、大木町が平成２０年にもったいない宣言を公表して

以来、住民とともに環境問題、ごみ問題に取り組んできました。そして、これ

らの活動に対し、全国から環境先進地として注目を集めるとともに、総務大臣

賞であるふるさとづくり大賞を受賞しました。これは本当に名誉があることだ

と思っています。これらの取り組み及び内外からの評価が、町民一人一人の大

木町の誇り、魅力となっています。特に若い世代から「大木町ってすごいね」

という言葉を聞くたびに、本当にうれしくなります。 

 今回の宣言は、町民と一緒になって実践してきたこれまでの取り組みを一歩

前進させることと思いますし、新たな方向性を町内外に示し、知らせることが

できる有効な手段だと思っています。 

 また、先ほど町長の説明にもありましたように、異常気象による自然災害が

日本の至るところで発生しています。先ほど古賀議員もおっしゃったとおり、

ＣＯＰ２５では、ドイツの環境ＮＧＯ、ジャーマンウォッチが、２０１８年の

気象災害による災害の被害国が日本であると報道されました。本当に時間的猶

予はないと思っています。私たちの子どもたち、孫へ、地球温暖化のつけを少

しでも減らすようにしなければなりません。それが私たち大人の大事な責任だ

と思っています。この気候非常事態宣言は、大木町が全国初でなかったことが

とても残念です。これらの具体的な行動計画については、今から町民と丁寧な

対話を重ねながら、大木町らしい持続可能なまちづくりを、ぜひつくっていた

だきたいと思っています。これが賛成の理由です。 

 

議長  ほかに討論者ございませんか。７番、益田隆一議員。 
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益田隆一議員  私も賛成のほうからの討論をさせていただいてよろしいでし

ょうか。 

 早く決をとってくれと言わんばかりの雰囲気の中、この話をさせていただき

たいと思うんですが、きょうの朝、午前中もニュースがちょうどＣＯＰ２５で

すからね、小泉環境相もセクシーな発言をされた後で、大変タイムリーな時期

にこの発言をされるというのは、本当にいいタイミングで大木町が発表できた

なというふうに思います。 

 ただ、前回のもったいない宣言のときも全国で２番でした。１番ではござい

ませんでした。今回のこの宣言も、残念ながら１番ではなく、壱岐、長野の後、

どうしても私から見ますと、後出しじゃんけんのような、出せば勝つだろうと、

そういう雰囲気にのっかったような感じが否めません。その点がございまして、

今回の宣言に関しましては、若干ちょっと強引な部分も散見されるようなとこ

ろがございます。 

 といいますのも、先ほどから皆さんがいろいろ言われましたとおり、議員の

中には全員が、全てが賛成できる部分がない部分もございます。私は賛成では

ございますが、先ほどのような後出しじゃんけんではなく、先出し、もうこれ

出して我々はやっていくんだという熱意がなかなか感じ取られない部分がござ

います。これは予算に関してもそうです。予算の話になりますと飛びますが、

こういう国の予算があるからこの事業をやるではなくて、まちが税金を出して

までもこの事業をやり抜くという熱意がなければ、予算があるからやると、周

りがやっているからこの宣言するという宣言では、なかなか熱意は伝わらない

のではないかと、これは皆さんが多分言いたいことではないのかなと思います。 

 そういうところを踏まえて、ぜひ今回の宣言をもって、町長が熱意、首長が

熱意出すべきではなく、全員の執行部がこれをやっていくんだと。宣言されて



78 

いますよね。日本一のリサイクル率を誇ると。そのために目指すということを

言われておりますものですから、ぜひ執行部の皆さんが一丸となっていただい

てやっていただきたいなということを意見でまとめたいと思います。 

 以上です。 

 

議長  それでは、討論を終結いたします。 

 お諮りいたします。採決を行いたいと思います。ご異議ありませんか。 

 

    異議なし 

 

議長  ご異議なしと認めます。 

 この採決は起立によって行います。日程第１２、議案第６２号気候非常事態

宣言については、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

 

    起立多数 

 

議長  起立多数です。したがって、議案第６２号本案については、原案のと

おり可決されました。 

 気候非常事態宣言が可決されましたので、町長より気候非常事態宣言文を朗

読いたさせます。境町長。 

 

境町長  宣言文を朗読する前に、先ほど来からの議員各位のいろいろなご意

見については、しっかりと胸に刻み、議員各位のご意思をしっかり実現してい

くように尽力を尽くしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 
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 気候非常事態宣言、朗読させていただきます。 

 近年、地球温暖化が原因の気象災害が激しさを増しています。強い台風や集

中豪雨、干ばつや熱波など異常気象による災害が世界各地で発生し、多数の死

者を含む甚大な被害をもたらしています。 

 国連ＩＰＣＣによると、地球の平均気温は産業革命前から既に１度上昇して

おり、２０１８年発表の１．５度特別報告書の中では、世界への気候変動によ

る影響の甚大さと対策の緊急性を改めて強調し、最小限の影響に食いとめるた

めの１．５度の気温上昇まで、早ければ１０年後にも到達すると警鐘を鳴らし

ています。 

 今後、地球温暖化は間違いなく深刻化し、次世代への影響が心配されます。

本町は、地球温暖化による影響の深刻さを踏まえ、２００８年に大木町もった

いない宣言（ゼロウエスト宣言）を公表し、住民との協働で持続可能なまちづ

くりを目指してきました。しかし、ここ数年の地球温暖化に起因する気候変動

の影響は、まさしく危機的な状態であり、人間社会や自然界にとって脅威とな

っています。 

 この状況を踏まえ、本町は、国連ＩＰＣＣが提唱する２０５０年までに、温

室効果ガス排出量実質ゼロ社会の実現を目指し、ここに非常事態を宣言すると

ともに、下記に掲げる温暖化対策に全力で取り組んでいく決意を表明します。 

 １、気候変動が非常事態であることを住民と共有し、もったいない宣言の精

神を継承して、環境と経済が両立した持続可能なまちづくりに挑戦します。 

 ２、深刻化する自然災害、猛暑による健康被害や農業への影響など、気候変

動に対する適応策を推進します。 

 ３、２０３０年までに公共施設の使用電力を全て再生可能エネルギーで賄う

とともに、住民との協働により脱炭素社会の実現に向けた取り組みを強化しま
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す。 

 ４、同じ志を持つ世界中の人々と手を結び、日本政府やほかの自治体に対し、

温室効果ガス排出量実質ゼロ社会の実現に向けた連携を広く働きかけます。 

 以上、宣言します。（拍手） 

 

議長  それでは、暫時休憩をいたします。再開を１３時１５分といたします。 

 

 

休憩    １２時２５分 

再開    １３時１５分 

 

 

議長  それでは、再開をいたします。 

 午前中に引き続き、会議を開きます。 

 午前中、議案第６０号につきまして北島好昭議員より質問がなされておりま

した。答弁が用意されておるようでございますので、答弁を求めます。杉税務

町民課長。 

 

税務町民課長  それでは、６番、北島議員の質問にお答えしたいと思います。 

 意思能力を有しない者の判断はどうするのかという部分のご質問かと思いま

すけれども、今回の大木町印鑑条例の改正が、後見開始の審判を受けたことで

自動的に印鑑登録原票が抹消されるということが整合的ではないということで

今回の改正が行われたわけでありますけれども、その改正に伴いまして、成年

被後見人もある一定の条件を満たすことで印鑑登録ができるということの運用
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が今回から始まります。 

 北島議員からのご質問のお答えになるんですけれども、どこでその意思能力

を有しない者を判断するのかということでございますけれども、あくまで、改

正前が成年被後見人は欠格事項に該当するという部分で、その一部が今回の改

正で条件が整えば登録することができるということになった経緯を考えまして、

意思能力を有しない者の判断としては、あくまで後見開始の審判を受けたとき

ということで、そこが判断の基準になるということでお答えしたいと思います。 

 以上です。 

 

議長  ６番、北島好昭議員。 

 

北島好昭議員  わかったようでわからんようで、ならわざわざ字句を変えな

くても良いのではないかという気もするわけなんですが。 

 だから、裁判所の判定を受けた人の中にも一定の能力があるからその人には

交付できるんだけれども、それ以外の方については後見人という枠は外すんだ

けれども、その審判を持ってある方については意思能力がないということで交

付の対象としませんよということですね、言っていることは。 

 だったら、後見人の判定を受けた人の中で、じゃ、できる人はどう区別する

のか。この方に印鑑登録が発行できるという部分をどう判断するのか、判定を

受けた人の中で。判定をできないということでされている方は、もう私は被後

見人ですよということで当然戸籍のほうにもそのデータはあるから、発行対象

者じゃないということはわかると思うんだけれども。そこがいまいちちょっと

よくわかりませんので、再度。 
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議長  答弁を許します。杉税務町民課長。 

 

税務町民課長  ６番、北島議員のご質問にお答えいたします。 

 成年被後見人から印鑑の登録の申請を受けた場合において認められる場合が、

法定代理人が同行しており、かつ当該成年被後見人本人による申請があるとき

は当該成年被後見人は意思能力を有すると解していいということでの通知文を

いただいておりますので、こういう条件が整ったときのみ登録が可能というこ

とになります。 

 以上です。 

 

議長  よろしいですか。６番、北島好昭議員。 

 

北島好昭議員  それを最初に言っていただければもうそれでよかったなと思

っております。 

 以上です。 

 

議長  これをもって質疑を終結いたします。 

 日程第１３、議案第６３号令和元年度大木町一般会計補正予算（第３号）に

ついてを議題といたします。 

 職員に議案を朗読いたさせます。事務局長。 

 

事務局長  議案第６３号令和元年度大木町一般会計補正予算（第３号）。 

 令和元年度大木町一般会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正）第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２
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億２，８８３万１，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞ

れ６２億４，５３２万３，０００円とする。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 （繰越明許費の補正）第２条、繰越明許費の追加は、「第２表繰越明許費補

正」による。 

 （地方債の補正）第３条、地方債の変更は「第３表地方債補正」による。 

 令和元年１２月１２日提出、大木町長、境公雄。 

 以上でございます。 

 

議長  職員の朗読を終わります。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。境町長。 

 

境町長  議案第６３号令和元年度大木町一般会計補正予算（第３号）につい

ての提案理由を申し上げます。 

 本案の内容につきましては、令和元年度大木町一般会計予算に歳入歳出それ

ぞれ２億２，８８３万１，０００円を追加し、それぞれの合計を６２億４，５

３２万３，０００円として計上するものであります。 

 その主なものといたしましては、歳入では、福岡県農業振興対策事業費補助

金１，８０４万４，０００円、ふるさと納税寄附金５，７８９万４，０００円、

財政調整基金繰入金１億５，０００万円、前年度繰越金５，９６１万６，００

０円、上水道一般会計出資債７，９５０万円の減額。 

 また、歳出では、ふるさと納税の返礼品料として２，４２４万円、大木町夢

あふれるまちづくり基金への積立金として１億５，０００万円、町水道事業へ
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の一般会計出資金３，９５０万円の減額、災害復旧のための農業機械・施設災

害復旧支援事業費補助金１，８０４万５，０００円、災害対応策としての道路

舗装工事費として２，０００万円、大木町運動公園の水道管布設工事費として

３５０万円となっております。 

 詳細につきましては担当課長に説明させますので、ご審議いただき、議決賜

りますようお願い申し上げまして、提案理由といたします。 

 

議長  これをもって提案理由の説明を終わります。 

 詳細にわたる説明を所管課長に求めます。歳出より順次説明をお願いします。

的場会計課長。 

 

会計課長  歳出予算補正予算の主なものからご説明いたします。 

 予算書のほう、１７ページ、１８ページをお開きください。 

 １款議会費、１項議会費、１目議会費１８万３，０００円の補正でございま

す。議員の人件費として計上しております。３節職員手当等は同額でございま

す。内訳としましては、議員人件費として１６万７，０００円、一般職員人件

費として１万６，０００円を計上しております。 

 今回の補正予算には、人事院勧告に準じて行います議会議員、常勤の特別職

及び一般職員の給与改定や時間外勤務手当の増減などに伴い、人件費の補正額

として９５万７，０００円を計上しております。 

 以下、人件費につきましては、説明を省略させていただきます。 

 以上でございます。 

 

総務課長  ２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費４万２，０００円
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の減額補正を計上しております。減額補正の主な要因は、１０月に実施いたし

ました人事異動に伴う職員の人件費の減額でございます。 

 １１節需用費６万２，０００円の補正額を計上しております。８月から９月

に接近いたしました台風の暴風雨により、町内に設置しております公営掲示板

５カ所において破損が生じましたので、修繕に要する費用として６万２，００

０円の補正をお願いするものでございます。 

 以上でございます。 

 

企画課長  ６目企画費で５，８０９万４，０００円をお願いしております。 

 予算書のほうは、１７ページから２０ページにかけましてご説明させていた

だきます。 

 主な内訳につきましては、８節報償費２，４３４万円のうち１０万円並びに

９節旅費１０万円は企画事務費で、第６次大木町総合計画の策定事務に係りま

すアドバイザーに要する謝金及び費用弁償でございます。 

 また、８節報償費のうち、２，４２４万円及び１２節役務費２，０７１万６，

０００円、１３節委託料１，２９８万８，０００円は、ふるさと納税事業にお

きまして、当初計上予算で不足見込みの寄附者への返礼品料、送料並びにポー

タルサイトシステム利用料、インターネット決済手数料、それと株式会社クリ

エイティブおおきへの事務委託料をそれぞれお願いするものでございます。 

 以上でございます。 

 

会計課長  １９ページ、２０ページをお願いします。 

 ９目財政調整基金費１億５，０００万円の補正でございます。２５節積立金

は同額です。９月の定例議会におきまして議決賜りました大木町夢あふれるま
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ちづくり基金へ積み立てるものとしてお願いするものでございます。 

 以上でございます。 

 

企画課長  １１目まちづくり活性化推進事業費で１１０万１，０００円をお

願いしております。１５節工事請負費、同額でございます。これにつきまして

は、校区地域コミュニティ推進事業におきまして、大莞校区コミュニティセン

ター研修室の空調設備が大莞保育園当時から使用していたものであり、経年劣

化により使用困難となったため、新規に整備するものでございます。 

 以上でございます。 

 

税務町民課長  ２項徴税費、１目税務総務費３７万１，０００円の減額補正

をお願いしております。１９節負担金補助及び交付金１，０００円の補正です。

これは、福岡県軽自動車税協議会の負担金が消費税増税により負担増になった

分を最終的な金額を提示され、臨時の総会で承認されたため、大木町の負担金

の不足額を補正するものであります。 

 ２１、２２ページをお願いいたします。 

 ４項選挙費、２目選挙啓発費６万２，０００円の補正をお願いしております。

８節報償費、同額です。これはポスターコンクールへの応募者が昨年を大きく

上回り、１４９名の応募があり、参加賞の不足分を補正するものであります。 

 ３目参議院議員選挙費１００万５，０００円の減額補正をお願いしておりま

す。支払い額の確定により、不用額を減額するものです。１節報酬から１８節

備品購入費までの減額をするものです。 

 続きまして、４目県知事・県議選挙費９９万９，０００円の減額補正をお願

いしております。これも支払い額が確定し、不用額が生じたための減額をお願
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いするものです。７節賃金から、２３、２４ページをお願いいたします。１６

節原材料費までを減額するものであります。 

 ５目町議会議員選挙費３６９万２，０００円の減額補正をお願いしておりま

す。無投票による不用額の減額をお願いするものです。１節報酬から１６節原

材料費までを減額するものでございます。 

 以上です。 

 

福祉課長  ３款民生費、次のページをお願いします。 

 １項社会福祉費、１目社会福祉総務費２万円の補正をお願いしております。

内訳は、２３節償還金利子及び割引料として１万円です。内容としまして、地

域福祉支援体制の充実事業において、前年度、福岡県地域自殺対策強化交付金

の確定に伴う県への返還金でございます。 

 ５目障害者福祉費２８０万６，０００円の補正をお願いしております。内訳

は、２０節扶助費として９２万６，０００円の補正をお願いしております。内

容としまして、障害者自立支援事業で新たに障害児対応の坐位維持装置、車椅

子等給付申請があったため、追加補正をお願いするものでございます。 

 次に、２３節償還金利子及び割引料として１８８万円の補正をお願いしてお

りますが、内容としまして、障害者自立支援事業の前年度障害者自立支援給付

費負担金返還金３７万２，０００円、同じく障害者医療給付事業の前年度障害

者医療費給付費負担金として１５０万８，０００円でございます。いずれも国

庫負担、県負担の額の確定によりお願いするものでございます。 

 以上でございます。 

 

健康課長  １０目国民健康保険費６万２，０００円の補正をお願いしており
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ます。２８節繰出金として同額でございます。一般会計から国民健康保険特別

会計への繰出金でございます。給与改定に伴う職員の人件費分でございます。 

 ２７ページ、２８ページをお願いいたします。 

 １１目健康福祉センター費２０万３，０００円の減額補正をお願いしており

ます。１８節備品購入費として同額でございます。本予算は、健康と運動機器

の老朽化のため、スポーツ振興くじ助成金を活用し、新たに購入した機器３種

類、４台の入札において入札額が予算額を下回ったため、減額補正するもので

す。運動機器は、腹筋を強化する筋トレマシン、クランチ１台、背筋を強化す

る筋トレマシン、バックエクステンション１台、有酸素運動機アセントトレー

ナー２台の合計４台です。予算額５０５万２，２４０円、入札額４８４万９，

２００円、ｔｏｔｏ補助額３８７万７，０００円であり、購入金額の約８割が

補助金となり、残額はＮＰＯ法人アクアススポーツクラブが負担することとな

ります。 

 以上でございます。 

 

福祉課長  １２目介護保険費８０８万９，０００円の補正をお願いしており

ます。内訳は、１９節負担金補助及び交付金として７７３万円の補正をお願い

しております。内容としましては、グループホームの防災改修等を支援する事

業補助金です。利用者等の安全性確保等の観点から、エレベーターの設置改修

工事に係る補助金となっており、全額国庫補助となっております。 

 次に、２３節償還金利子及び割引料としまして３５万９，０００円の補正を

お願いしております。内容としましては、前年度介護保険広域連合地域支援事

業に係る実績額確定により、交付金が超過していた分の返還金でございます。 

 以上でございます。 
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こども未来課長  ２目児童福祉費、主に保育士確保及び質の強化事業、子育

て支援拠点事業の包括支援センター開設準備として６２１万８，０００円の補

正をお願いしております。 

 説明欄の事業ごとに説明させていただきます。 

 まず、保育所等運営費につきましては、幼児教育・保育の無償化により初年

度経費を全額国庫負担とするものが、特例交付金となるための財源内訳補正を

行うものです。 

 次のページをお願いいたします。 

 次に、保育士確保及び質の強化事業として３０万円の補正をお願いしており

ます。１９節負担金補助及び交付金の同額で、保育士就職促進事業として町内

の保育所、認定こども園、小規模保育所・事業所に新たに保育士を雇用された

場合の補助が当初予算では４名分でございましたが、今年度７名となり、３名

分を増額するものです。 

 子育て支援拠点事業として５９１万８，０００円の補正をお願いしておりま

す。子育て世代包括支援センター開設準備として、９月議会で施設整備工事の

補正予算をお願いしておりましたが、今回は同じく、国・県の補助事業により

開設準備を行うものです。内訳としまして、７節賃金２１万６，０００円は臨

時雇い賃金でございます。 

 １１節需用費５００万２，０００円は、消耗品費６５万２，０００円、印刷

製本費４０５万円は町の子育て支援についてのパンフレット作成、封筒作成な

どでございます。修繕料として３０万円でございます。 

 １８節備品購入費７０万円は、複写機の買いかえ、事務用机、椅子等の購入

でございます。 
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 ３目児童福祉施設費につきましては、幼児教育・保育の無償化により初年度

経費を全額国が負担するものが特例交付金となるため、財源内訳補正を行うも

のです。 

 ４目児童措置費７万７，０００円の補正をお願いしております。２３節償還

金利子及び割引料の同額で、前年度児童手当交付金、国庫負担金の確定による

返還金でございます。 

 以上でございます。 

 

健康課長  ４款衛生費、１項保健衛生費、３１ページ、３２ページをお願い

いたします。 

 ２目予防費、１２節役務費から１３節委託料へ４９１万１，０００円の予算

の組み替えをお願いしております。本予算は、先天性風疹症候群の発生を抑え

るための国の緊急対策新規事業として、風疹抗体保有率の低い世代の男性に対

する風疹予防接種及び抗体検査実施に伴う費用として計上したものであります。

当初、予算科目が示されておらず、役務費として計上しておりましたが、委託

料として執行するよう決定したことを受け、予算の組み替えをお願いするもの

です。対象者は、昭和３７年４月２日から昭和５４年４月１日までに生まれた

男性１，５９９名で、今年度は昭和４７年４月２日から昭和５４年４月１日ま

でに生まれた男性７４６名にクーポン券を５月に発送しております。５月から

９月までに５８名が抗体検査を実施し、抗体陰性者が１５名、うち予防接種完

了者が９名であります。 

 以上でございます。 

 

環境課長  ８目地球温暖化対策事業費で２７万８，０００円の補正をお願い
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しております。 

 今回の補正でございますが、先ほどご承認いただきました気候非常事態宣言

の推進に係る補正でございます。内訳といたしましては、８節報償費としまし

て５万円をお願いしております。深刻化する気候変動の非常事態に関する町民

の方々への周知、啓発の一環といたしまして、講演会を開催するための講師謝

金としまして今回お願いするものでございます。 

 次に、９節旅費としまして９万８，０００円をお願いしております。講演会

開催時に係る講師の費用弁償としてお願いするものでございます。 

 最後に、１１節需用費といたしまして１３万円をお願いしております。町が

気候非常事態を表明したことにつきまして、町民の皆さん、また、来町される

方々に対し町の決意を示し、広く周知を図るため、消耗品費としまして、今回、

懸垂幕作成費をお願いするものでございます。 

 以上です。 

 

会計課長  ３項上水道費、１目上水道施設費３，９５０万円の減額補正をお

願いしております。１９節負担金補助金及び交付金は同額でございます。水道

事業への上水道配管路耐震化事業に伴う繰出金の変更に伴い、減額するもので

ございます。 

 以上でございます。 

 

産業振興課長  ６款農林水産業費、１項農業費、１目農業委員会費で３１万

９，０００円の補正をお願いしています。１３節委託料、同額です。これは、

農地情報公開システム、通称全国農地ナビに対応するためのシステム改修委託

料でございます。 
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 ３３ページ、３４ページをお開きください。 

 ３目農業振興費で９８万２，０００円の補正をお願いしています。１９節負

担金補助及び交付金６５万５，０００円の内訳は、３４ページ説明欄に記載し

ています農地中間管理機構事業交付金６０万３，０００円、農地集積を図るた

めの事業であります経営転換協力金交付事業に対する予算の計上でございます。

環境保全型農業直接支援対策交付金５万２，０００円は、本事業に取り組む面

積が確定したことによる増額補正でございます。 

 ２３節節償還金利子及び割引料３２万７，０００円。この内訳は、多面的機

能支払交付金過年度返還金として２万７，０００円。これにつきましては、農

地転用等による事業面積が減少したことによる返還でございます。 

 経営転換協力金交付金返還金３０万円は、平成２７年度の本事業の交付金を

受けておりました所有者が、その交付要件でありました貸付期間を満了する前

に賃借権の解除の申し出があったことによる返還でございます。 

 ７目土地改良費で９万４，０００円の補正をお願いしています。１９節負担

金補助及び交付金、同額です。筑後川下流用水施設管理費は、筑後導水による

取水のための施設管理費で、県及び１市７町の負担額が確定したことによる補

正でございます。 

 １３目施設園芸型農業振興事業費で１，９７７万７，０００円の補正をお願

いしています。１９節負担金補助及び交付金、同額です。備考欄の被災園芸産

地改植等支援事業費補助金１７３万２，０００円は、７月の大雨によりまして

大きな被害を受けましたキュウリ、青ネギ、イチゴ苗の野菜を対象作物として、

種苗及び土壌改良や追加防除、施肥、生産回復に係る事業費に対します補助金

でございます。 

 また、農業機械施設災害復旧支援事業費補助金１，８０４万５，０００円は、
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７月及び８月の大雨、台風被害２７件に対する補助事業でございます。 

 １４目おしゃれなまちづくり事業費で２万７，０００円の補正をお願いして

います。１２節役務費、同額です。この費用は、大木町農産物加工販売施設の

食品営業許可申請に係る経費で、現在の許可業種、業態の菓子製造業及び惣菜

製造業の更新手続に係る予算をお願いしております。 

 ７款商工費、１項商工費、２目商工振興費は、６２万３，０００円の減額補

正となっています。１２節役務費７万７，０００円は、１０月に引き上げられ

ました消費税対策としてプレミアムつき商品券事業が実施され、その商品券の

代金を町から事業者に支払うため、必要な振込手数料を計上しているものでご

ざいます。 

 以上でございます。 

 

建設水道課長  ８款土木費、３５、３６ページをお願いします。 

 １項道路橋梁費、２目道路維持費で２，０００万円の補正です。１５節工事

請負費で同額です。大雨時の内水氾濫によって水没し、通行が困難となり、避

難経路として機能しなくなってしまう道路のかさ上げ工事に要する費用を計上

しています。取り急ぎ来年の出水期までの完成を目指し、特に道路冠水が顕著

な５カ所を施工するものとしております。 

 ２項河川費、１目河川総務費４万６，０００円の補正です。１９節負担金補

助及び交付金で同額です。福岡県河川協会の負担金は、本町内河川に対する県

事業費の割合によって決定されますが、本年度の負担額が当初の概算予定額を

上回ったことにより、増額分を補正計上したものです。 

 以上です。 
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学校教育課長兼生涯学習課長  １０款教育費、次のページをお願いいたしま

す。２項小学校費、１目学校管理費４０万円の補正をお願いしております。 

 １２節役務費１万５，０００円は、木佐木小学校校舎増築に伴い、既設のウ

サギ小屋を増築工事に先行して別の場所に移築するに当たり、全体工事とは別

に建築基準法に基づく完了検査を受ける必要があるため、それに係る申請手数

料です。 

 １８節備品購入費３８万５，０００円は、各小学校の老朽化が著しい児童用

の机、椅子の買いかえに係る費用です。 

 ３項中学校費、１目学校管理費１２万３，０００円の補正をお願いしており

ます。１８節備品購入費９万８，０００円は、老朽化が著しい生徒用の机、椅

子の買いかえに係る費用です。 

 ２目教育振興費１１万６，０００円の補正をお願いしております。１９節負

担額及び交付金、同額です。中体連主催の県大会に出場する際にかかる費用の

助成について、当初発生予算として６０万円計上しておりましたが、このたび

大阪で開催された女子陸上の全国大会に出場したことにより、予算に不足が出

たことによるものです。 

 続きまして、４項社会教育費、次のページをお願いいたします。 

 ６目生涯学習まちづくり推進費２万９，０００円の補正をお願いしておりま

す。７節賃金、同額です。障害者枠の職員を来年１月から任用するに当たり、

当初予算で計上しておりました臨時雇い賃金３９万円５，０００円を減額する

一方で、非常勤職員賃金４２万４，０００円を新たに計上するものです。 

 ５項保健体育費、１目保健体育総務費２７万４，０００円の補正をお願いし

ております。 

 １９節負担金補助及び交付金３６万円は、先日開催された県民体育大会成年
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男子バレーボール競技において、本町の成年男子バレーボールチームが２年連

続で優勝したことに伴い、東京で開催された全国青年大会の出場に係る費用の

一部を助成するものです。 

 ２目保健体育施設費３９３万９，０００円の補正をお願いしております。こ

れは、運動公園に新たに上水道を布設するための費用です。運動公園は、現在

１カ所の井戸から全体の給水を賄っておりますが、供用開始して３０年近く経

過しており、給水装置全体の老朽化等の理由により施設全域で水圧が弱くなっ

ている状況です。そのため、井戸ポンプから最も遠いグラウンド北側のトイレ

の水流が極端に弱く、排せつ物が流れにくいことから、改善の要望が上がって

きておりました。したがって、今回上水道を布設し、給水することでその改善

を図るとともに、現在の井戸水が飲み水として不適であることから、飲むこと

ができる水を新たに提供することとしでおります。 

 １２節役務費１万円は、給水装置工事申請手数料です。 

 １５節工事請負費３５０万円は、水道管布設に係る工事費です。 

 １９節負担金補助及び交付金４２万９，０００円は、水道加入金負担金です。 

 以上です。 

 

議長  以上で、歳出に関する所管課長の説明を終わります。 

 続いて、歳入の説明を所管課長に求めます。的場会計課長。 

 

会計課長  続いて、歳入予算補正を説明いたします。 

 戻りまして、１３ページ、１４ページをお願いいたします。 

 ８款地方特例交付金、１項地方特例交付金、１目特例交付金２，２２１万１，

０００円の補正です。１節特例交付金は同額です。内訳としましては、自動車
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税減収補塡特例交付金として２２１万１，０００円、消費税率引き上げに伴い、

環境性能割税率を軽減することになったことで地方税の減収分を補塡するもの

でございます。 

 子ども・子育て支援臨時交付金２，０００万円です。こちらにつきましては、

９月の定例議会において国庫負担金として議決賜りました予算が地方負担分の

財政措置という観点から地方特例交付金として予算の組み替えを行うものでご

ざいます。 

 １３款支出金、１項国庫負担金、１目民生費国庫負担金１，９５３万７，０

００円の減額補正です。１節児童福祉費負担金２，０００万円の減額は、先ほ

どご説明申し上げました予算の組み替え分でございます。 

 １２節障害者自立支援給付費負担金４６万３，０００円は、障害者福祉サー

ビス費等負担金となります。障害者自立支援事業において、給付に対する国の

負担分、２分の１の額を計上しております。 

 ２項国庫補助金、２目民生費国庫補助金８５５万３，０００円の補正です。 

 ３節児童福祉費補助金８２万３，０００円、利用者支援事業費補助金として、

子育て世代包括支援センター開設に伴う国からの事業費補助でございます。 

 １５節グループホーム等防災改修等支援事業費補助金７７３万円を計上して

おります。町内にございますグループホーム事業所に対する施設改修事業費に

係る国の補助金として計上しております。 

 ３目民生費国庫補助金１７０万２，０００円、１節保健衛生費補助金は同額

でございます。内容としましては、母子保健衛生費国庫補助金として子育て世

代包括支援センター開設に伴う事業補助でございます。 

 ６目商工費国庫補助金６２万３，０００円の減額補正でございます。１節商

工費補助金は同額です。プレミアムつき商品券事務に係る人件費を減額したこ
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とによる減額でございます。 

 １４款県支出金、１項県負担金、１目民生費負担金２３万１，０００円の補

正です。１２節障害者自立支援給付費負担金は同額です。内容といたしまして

は、障害者自立支援事業において給付に対する県の負担分、４分の１の額を計

上しております。 

 ２項県補助金、２目民生費県補助金８２万３，０００円の補正です。５節児

童福祉補助金は同額でございます。利用者支援事業費補助金として、子育て世

代包括支援センター開設に伴う県からの事業費補助でございます。 

 ４目農林水産業費県補助金２，０４３万４，０００円の補正でございます。

１節農業費補助金は同額です。説明欄内訳の日本型直接支払推進交付金５万５，

０００円、農地中間管理事業経営転換協力交付金６０万３，０００円はいずれ

も土地利用型農業振興事業に、福岡県園芸農業等総合対策事業費補助金１７３

万２，０００円、福岡県農業振興対策事業費補助金１，８０４万４，０００円

はいずれも施設園芸型農業振興事業に充て、防災復旧費用に係る補助金でござ

います。 

 １６款寄附金、１項寄附金、２目総務費寄附金５，７８９万４，０００円の

補正です。１節総務管理費寄附金は同額です。ふるさと納税の寄附金となりま

す。 

 次のページをお開きください。 

 １７款繰入金、１項繰入金、１目繰入金１億３，３００万円の補正でござい

ます。１節繰入金は同額です。内訳としましては、財政調整基金から１億５，

０００万円、大木町公立施設整備基金を１，７００万円減額するものでござい

ます。 

 １８款繰越金、１項繰越金、１目繰越金５，９６１万６，０００円の補正で
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す。１節前年度繰越金は同額です。 

 １９款諸収入、５項雑入、２目雑入５１８万５，０００円の補正です。１節

雑入は同額です。主な内訳としましては、日本スポーツ振興センターからトレ

ーニングマシンの購入補助金として３８７万６，０００円、その他雑入では、

トレーニングマシン費の不足分をＮＰＯ法人アクアススポーツクラブに負担し

ていただく分として、不足分として９７万２，０００円を計上しております。 

 ３目過年度収入２２４万２，０００円の補正でございます。内訳としまして

は、説明欄のとおり、過年度分の国・県の負担金について額が確定したことに

基づく追加交付分として計上しております。 

 ２０款町債、１項町債、３目衛生費７，９５０万円の減額補正でございます。

１節衛生費は同額です。上水道一般会計への支出債となります。 

 ７目教育債１，６６０万円の補正です。１節教育債は同額です。木佐木小学

校の増改築事業債となります。 

 以上で、議案第６３号令和元年度大木町一般会計補正予算（第３号）につい

ての説明を終わります。 

 

議長  所管課長の説明を終わります。 

 これより質疑を行います。質疑ありませんか。１１番、小畠裕司議員。 

 

小畠裕司議員  まず、２０ページの歳出のほうなんですが、校区地域コミュ

ニティ推進事業で、請負工事で空調設備の工事が上がっているかと思います。

先ほど午前中、難産でありましたあの非常事態宣言の中でもＣＯ２の削減とい

うことでなっておりますが、この辺は、空調設備に関しては非常に省エネに特

化したものを選ばれるだろうとは思うんですけれども、一応念のためにお聞き
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したいと思います。よろしくお願いします。 

 

議長  答弁を許します。北島企画課長。 

 

企画課長  小畠議員のご質問のほうにお答えしたいと思います。 

 これはもう先ほどもご説明しましたとおり、大莞保育園の設立当初からつい

ておったエアコンということで、今回、選定に際しまして特段省エネという形

での選択はしておりませんが、もうつけかえることによって、随分省エネ効果

というのは昔のやつと比べると効果はあらわれるものというふうに考えており

ます。 

 それと、先ほどちょっと言い忘れておったんですが、エアコンとあわせてコ

インタイマーを設置させていただきます。これにつきましては、何か全協の中

でもご意見いただいたということでございますが、これは住民のほうから要望

がございまして、受益者負担の公平性を担保するためにはきちんとそういうふ

うなものもつけてやってくださいというご意見等がありまして、今回あわせて

つけさせていただくことにしていますので、追加で申し添えさせていただきた

いと思います。 

 以上でございます。 

 

議長  ほかに質疑。もう続けて。じゃ、１１番、小畠裕司議員。 

 

小畠裕司議員  すみません、続けて。 

 ３２ページになります。 

 地球温暖化対策事業、先ほど午前中の件なんですけれども、講師謝金と、そ
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れから費用弁償で合わせて１４万８，０００円ほど出てきております。地球温

暖化の町民のための対策費用というか啓発活動に使うということだったんです

けれども、これは町長で十分いけるんではないかと。わざわざ講師を雇わなく

ても、町長でも十分いけるんじゃないかと思っております。 

 それから、消耗品費で懸垂幕を下げるということだったんですが、懸垂幕に

１３万円もかけるんであれば、広報紙に載せてこういうことで事業を発信して

いきますよということで、地球温暖化の宣言をやりましたということで広報紙

に載せれば済む話ではないのかと。 

 極端な話、懸垂幕つくって、ぼろぼろになったら燃やさなきゃいけないんで

すよね。ＣＯ２の削減にはなんにもならないと私、感じているところなんです

けれども。この辺は少し事業の見直しで、私、十分もう町長でいける話だろう

と思っておりますがいかがでしょうか。担当課長にお願いします。 

 

議長  それでは、答弁を許します。中村環境課長。 

 

環境課長  小畠裕司議員のご質問に対し、お答えさせていただきます。 

 今回の講演会なんですけれども、近年の地球温暖化が原因で猛暑、あるいは

台風、集中豪雨の深刻化する昨今の非常事態に対しまして、強く住民へ周知あ

るいは啓発するということでの一環として、宣言に造詣が深い講師の方、先生

をお迎えしてこのたび開催したいというふうに考えております。 

 先ほどご質問の町長でということでございますが、今回は世界の非常事態宣

言にも精通されてある講師の方をぜひ迎えたいというふうに考えておりますの

で補正予算のほうをお願いしたいというふうに思っておりますし、まず、旅費

の件ですけれども、旅費につきましては、普通運賃表というもので普通運賃と
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いう形で算出を今回させていただいております。講師料につきましても、精通

された方々の講師料という形で平均した金額を今回とっておるわけでございま

す。 

 それとあと、１３万円の懸垂幕の件ですけれども、議員ご指摘のとおり、町

民の方々に対しましては、広報紙あるいはホームページで、ホームページは周

知するための有効な手段というふうには捉えております。しかしながら、町民

の皆さんのみならず、来町される全ての方に町がこれから取り組んでいくとい

う決意を発信する上でも、懸垂幕の設置は非常に有効な手段ではなかろうかと

いうふうに考えております。 

 それと最後に、使用後は燃やすのかというふうなご質問があったかと思いま

す。これにつきましては、２００８年のもったいない宣言以降、燃やさないと

いうことを念頭に置き、取り組んでおります。こちらにつきましては、できる

だけ分別の上、再利用をしたいというふうに考えておりますし、調査したとこ

ろによると、不要になった懸垂幕等はバッグとかに再利用するというふうなこ

とも情報を得ておるところでございます。 

 いずれにしましても、使用後につきましては、燃やすことなくリユース、リ

サイクルに心がけていきたいというふうに思っております。 

 以上です。 

 

議長  １１番、小畠裕司議員。 

 

小畠裕司議員  さすがに環境課長、もう満点のお答えだったと思います。な

ぜ町長にいかせると言えなかったのかなと、忖度がそこで発生したかと思って

おります。 
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 実際、非常事態宣言やるのに、やはり町長が先頭切って各小学校、中学校、

もしくは地域の公民館に率先して行くというのが一番のやっぱりその宣伝効果

があるんじゃないかと思っています。講師の先生を雇われるのは全然構わない

と思うんですが、できるだけ大木町弁でしゃべっていただくような方じゃない

と、非常に難しい言葉遣いが並んでくるかと思いますので、わかりやすい先生

を指名していただければと思っております。 

 もう一点だけ続けてよろしいでしょうか。 

 ３４ページにいかせていただきます。 

 施設型農業の分で台風被害に遭われたところの被害の助成金として１，９０

０万円ほど出ていくわけでございますが、その下にプレミアム商品券で商工会

費のほうが７０万円ほど減額になってきております。工業系、商業系の方々も

非常に建物の損害、台風で損害とかがあったんですが、農業のほうにはこうい

った助成金、補助金というのが出てまいります。これはどういった形で、国の

ほうからの部分も出てくるのかとは思うんですが、商工業に対しての補助金、

助成金、台風被害に遭われたところの見舞金等々というのはないんでしょうか。

そこをお尋ねしたいと思います。 

 

議長  答弁を許します。広松産業振興課長。 

 

産業振興課長  小畠議員の質問にお答えいたします。 

 まず、農業の関係の補助金につきましては、福岡県の補助事業、補助金でご

ざいますが、そちらのほうを７月分について活用すると。８月以降については

国庫の分の補助事業もございますので、そちらで対応するということで今回補

正をお願いしているところでございます。 
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 お尋ねの商工関係でございますけれども、基本的に経産省の関係は直接町の

ほうを通っていかない事業が多いかというふうに思っておりますので、町商工

会を経由しての支援だとか、そういったものじゃないとなかなか、７款の商工

費の中には町を通した補助事業というものがなかなかございませんので、そう

いった関係でちょっと農業、６款のほうが補助金のほうが町を通りますので、

どうしても予算書の中では通っていくということでご承知おきをお願いしたい

と思います。 

 以上でございます。 

 

議長  ほかに質疑ございませんか。２番、野口裕子議員。 

 

野口裕子議員  ３８ページの学校教育課の机、椅子購入費についてお尋ねい

たします。 

 補正予算で上がっているということは、もう緊急に要したという考えでよろ

しいんでしょうか。それとも、今後もこのようなことを踏まえて計画的に考え

て購入されていく予定があるのか、ちょっとそのあたりをお伺いしたいと思い

ます。 

 

議長  答弁を許します。野田学校教育課長。 

 

学校教育課長兼生涯学習課長  ご質問にお答えいたします。 

 この時期にこの補正予算をするのは、４月から新しい児童・生徒を迎えると

いうことで、その児童・生徒がこの間に成長するものですから、当初予算では

当然間に合いませんし、このタイミングでこの成長していく過程を見て、この
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タイミングで新しい年度を迎えるということで、毎年１２月補正予算で必要な

机、椅子を購入させていただいております。 

 ちなみに、机につきましては、各小学校全部で３５、椅子が４３、中学校の

ほうが机、椅子それぞれ１２、今回補正予算をお願いしている次第です。 

 以上です。 

 

議長  ほかに質疑ございませんか。１番、馬場高志議員。 

 

馬場高志議員  同じページの３８ページの１９節になるんですが、部活動助

成金１１万６，０００円と出ているところですが、もう少しいきさつとか詳細

とかを教えていただければと思います。 

 

議長  答弁を許します。野田学校教育課長。 

 

学校教育課長兼生涯学習課長  ご質問にお答えいたします。 

 説明のときもお伝えしたとおり、中体連主催の福岡県大会以上について助成

を行っております。一応今年度については、男子空手、女子陸上部、男子水泳

部、女子卓球、男女のバドミントン、男子テニス、以上が県大会に出場してお

ります。 

 女子陸上部が九州大会、そして今回の全国大会ということで、先ほど補正予

算で６０万円計上しておりましたが、このたび、全国大会のほうは大阪市で開

催されております。その分の費用を見積もったところ、今回１１万６，０００

円の補正をお願いした次第です。 

 以上です。 
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議長  ほかに質疑ございませんか。１２番、中島宗昭議員。 

 

中島宗昭議員  ３３、３４ページで、筑後川下流域への用水施設管理費の負

担金９万４，０００円、これは補正ではなくて当初予算でわかっていたんじゃ

ないんですか。途中でまたこの負担金が新たにふえたとか、そういったことで

ないかと思いますので、当初から組むべきじゃなかったかと。上がっておりま

したらもうしようがないかな。 

 

議長  答弁を許します。広松産業振興課長。 

 

産業振興課長  中島議員の質問にお答えいたします。 

 筑後川下流用水施設の管理費でございますけれども、これにつきましては先

ほど説明しましたとおり、福岡県、それと県南の７市１町で負担するようにな

っておりまして、これにつきまして、平成３０年度分の確定がこの時期になっ

てきますので、当初予算におきましては仮の予算額ということで計上し、前年

度が確定した後にふえたり減ったりというところでございます。 

 なので、平成３０年度、複数年で予算を配分するような形になっております

ので、少し年度がずれながらということになりますので、確定するのが一応こ

の時期ということになりますので、補正が必要な場合は補正予算をお願いし、

また、大きな減額がある場合は３月の補正で減額をしているということでござ

います。 

 以上でございます。 
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議長  ほかに質疑ありませんか。１０番、古賀知文議員。 

 

古賀知文議員  １６ページの衛生費で上水道一般会計出資債、それから説明

欄なんですけれども、７，９５０万円かな、これが三角になっています。これ

は何かちょっと内容がわからないので教えていただきたいと思いますが。 

 

議長  答弁を許します。的場会計課長。 

 

会計課長  歳入予算の地方債で７，９５０万円の減額につきましては、当初、

出資する水道事業の繰出金、そちらのほうを予定しておりました。その出資す

る予定の金額のほうを変更したことによって出資額を変更するものでございま

す。 

 以上で答弁を終わります。 

 

議長  １０番、古賀知文議員。 

 

古賀知文議員  これは耐震化の、要するに事業に関する費用なんでしょうか。

もしそうであるとすると、次年度以降の見込みというかについて若干説明願い

ます。 

 

議長  答弁を許します。的場会計課長。 

 

会計課長  今年度、出資債の分を減額することによって水道事業の健全な事

業をできるかどうかということで、ご心配されてあっての質問だろうと思いま
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す。 

 来年の事業についてもなんですけれども、今年度の事業につきましては、財

源の内訳、水道事業の工事においての財源の補正を行っております。そちらの

分で町のほうが出資します分を水道事業の出資債のもとで補塡して、財源変更

した上で工事のほうを継続して行うということで、今年度の事業についてはそ

ういった展開をしていこうと計画をしているところです。 

 来年につきましても、同じように水道事業からの町のほうへの要望される出

資額、そちらのほうを鑑みたところで町のほうがどれだけ水道事業会計のほう

に出資するかということを算定して、また予算のほうで議会のほうに議決賜り

たいというふうにお願いしたいと思っている次第でございます。 

 以上でございます。 

 

議長  １０番、古賀知文議員。 

 

古賀知文議員  次年度の内容、詳細については、また予算のときにお伺いす

るとします。 

 

議長  それでは、ほかに質疑を受け付けます。どなたか、質疑ございません

か。 

 

    質疑なし 

 

議長  質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 
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 お諮りいたします。議案第６３号については、会議規則第３８条第３項の規

定によって、委員会の付託を省略したいと思います。ご異議ありませんか。 

 

    異議なし 

 

議長  ご異議なしと認めます。したがって、議案第６３号については、委員

会の付託を省略することに決定しました。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

 

    討論なし 

 

議長  討論なしと認めます。 

 お諮りいたします。採決を行いたいと思います。ご異議ありませんか。 

 

    異議なし 

 

議長  ご異議なしと認めます。 

 この採決は起立によって行います。日程第１３、議案第６３号令和元年度大

木町一般会計補正予算（第３号）については、原案のとおり決定することに賛

成の方は起立願います。 

 

    起立多数 

 

議長  起立多数です。したがって、議案第６３号本案については、原案のと
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おり可決されました。 

 日程第１４、議案第６４号令和元年度大木町国民健康保険特別会計補正予算

（第３号）についてを議題といたします。 

 職員に議案を朗読いたさせます。事務局長。 

 

事務局長  議案第６４号令和元年度大木町国民健康保険特別会計補正予算

（第３号）。 

 令和元年度大木町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）は、次に定める

ところによる。 

 （歳入歳出予算の補正）第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１

６９万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１８億５２３万２，

０００円とする。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 令和元年１２月１２日提出、大木町長、境公雄。 

 以上でございます。 

 

議長  職員の朗読を終わります。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。境町長。 

 

境町長  議案第６４号令和元年度大木町国民健康保険特別会計補正予算（第

３号）についての提案理由を申し上げます。 

 本案は、大木町職員の給与に関する条例の一部改正に伴い、人件費を補正し

て計上する必要が生じたこと及び国民健康保険事業費納付金の額が確定したこ
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と、さらに前年度繰上充用金の額が確定したことなどにより、令和元年度大木

町国民健康保険特別会計予算の総額に歳入歳出それぞれ１６９万円を増額し、

それぞれの合計を１８億５２３万２，０００円として計上するものでございま

す。 

 詳細につきましては担当課長に説明させますので、ご審議いただき、議決賜

りますようお願い申し上げまして、提案理由といたします。 

 

議長  これをもって提案理由の説明を終わります。 

 詳細にわたる説明を所管課長に求めます。歳入歳出、続けてお願いをいたし

ます。田中健康課長。 

 

健康課長  議案第６４号令和元年度大木町国民健康保険特別会計補正予算

（第３号）についてご説明申し上げます。 

 １１ページ、１２ページをお願いいたします。 

 歳出よりご説明申し上げます。 

 １款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費３９万２，０００円の補正を

お願いしております。職員の給与改定及びシステム改修に伴う委託料補正でご

ざいます。 

 １３節委託料として３３万円でございます。委託料につきましては、国民健

康保険システムにおいて、オンライン資格確認対応に伴う外国人の在留資格を

確認するパッケージ等が追加されたことに伴うものでございます。 

 ３款国民健康保険事業費納付金、１項医療給付費分、１目一般被保険者医療

給付費分３００万円の補正でございます。１９節負担金補助及び交付金として

同額でございます。国民健康保険事業費納付金の額の確定に伴うものでござい
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ます。 

 ９款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、９目その他償還金４２万４，０

００円の補正でございます。２３節償還金利子及び割引料として同額でござい

ます。平成３０度分の特定健診・特定保健指導及び保健指導事業特別調整交付

金交付額の確定に伴い、県への返還金でございます。 

 １０款１項１目前年度繰上充用金、２２節補償、補塡及び賠償金２１２万６，

０００円の減額でございます。平成３０年度歳入歳出決算認定において、前年

度繰上充用金が確定したことによる減額補正をお願いしております。 

 続いて、歳入のご説明を申し上げます。 

 ９ページ、１０ページをお願いいたします。 

 １款１項国民健康保険税、１目一般被保険者国民健康保険税１２９万８，０

００円の補正でございます。１節医療給付費分現年課税分、同額でございます。 

 ３款国庫支出金、２項国庫補助金、３目国民健康保険制度関係業務事業費補

助金、１節国民健康保険制度関係事業業務事業費補助金３３万円の補正でござ

います。システム改修委託料に伴う補助金でございます。 

 ６款繰入金、１項１目一般会計繰入金６万２，０００円の補正でございます。

４節職員給与費等繰入金、同額でございます。歳出でご説明いたしました給与

改定に伴う事務費の繰入金でございます。 

 以上で説明を終わります。 

 

議長  所管課長の説明を終わります。 

 これより質疑を行います。質疑ありませんか。１０番、古賀知文議員。 

 

古賀知文議員  １１ページのこの前年度繰上充用金、これが前年度２，００
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０万円ぐらいですか。それから、今年度１，９００万円かな。ということは毎

年、要するに繰上充用しているということなんですが、これに対して、一応原

課としてはどのような努力をされているかお聞きしたいと思います。 

 

議長  答弁を許します。田中健康課長。 

 

健康課長  １０番、古賀知文議員のご質問にお答えいたします。 

 確かに前年度繰上充用金、毎年多額のお金を翌年度会計から繰上充用してい

るところです。ただし、平成３０年度決算におきましては、前年度からの返還

金が２，０００万円近くありましたので、それがなかったらひょっとしたら単

年度黒字になった可能性があります。大木町が医療費が非常に高いもので、

国・県からの補助金が幾ら入るかというのが全く見込めないので、それで予算

に苦慮しているところです。 

 これから、また国民健康保険費の給付費を納めるために、まず、特定健診の

受診率を高めて早期発見、早期治療に努め、医療費が下がること、また、国民

健康保険前の今の徴収率を上げること、そういうことにまずは努めて、また会

計見ながら事業を計画したいと思っているところです。 

 以上で答弁を終わります。 

 

議長  ほかに質疑ございますか。 

 

    質疑なし 

 

議長  質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 
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 お諮りいたします。議案第６４号については、会議規則第３８条第３項の規

定によって委員会の付託を省略したいと思います。ご異議ありませんか。 

 

    異議なし 

 

議長  ご異議なしと認めます。したがって、議案第６４号については委員会

の付託を省略することに決定しました。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

 

    討論なし 

 

議長  討論なしと認めます。 

 お諮りいたします。採決を行いたいと思います。ご異議ありませんか。 

 

    異議なし 

 

議長  ご異議なしと認めます。 

 この採決は起立によって行います。日程第１４、議案第６４号令和元年度大

木町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）については、原案のとおり決定

することに賛成の方は起立願います。 

 

    起立多数 

 

議長  起立多数です。したがって、議案第６４号本案については、原案のと
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おり可決されました。 

 暫時休憩をいたします。再開を２時３５分といたします。 

 

 

休憩    １４時２２分 

再開    １４時３５分 

 

 

議長  それでは、再開をいたします。 

 日程第１５、議案第６５号令和元年度大木町水道事業会計補正予算（第３

号）についてを議題といたします。 

 職員に議案を朗読いたさせます。事務局長。 

 

事務局長  議案第６５号令和元年度大木町水道事業会計補正予算（第３号）。 

 （総則）第１条、令和元年度大木町水道事業会計補正予算（第３号）は、次

に定めるところによる。 

 （収益的支出）第２条、令和元年度大木町水道事業会計予算（以下、「予

算」という）、第３条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。 

 （科目）（既決予定額）（補正予定額）（計）。 

 支出、第１款水道事業費２億３，０５５万１，０００円、２３万円の減、２

億３，０３２万１，０００円。 

 第１項営業費用２億１，５４２万３，０００円、２３万円の減、２億１，５

１８万３，０００円。 

 （資本的収入及び支出）第３条、予算第４条本文括弧書きを、「資本的収入
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額が資本的支出額に対し不足する額５，１２９万７，０００円は、減債積立金

１，４１２万４，０００円、建設改良積立金２，０００万円、過年度分損益勘

定留保資金１，７１７万３，０００円で補塡するものとする」に改め、資本的

収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

 次のページをお願いします。 

 （科目）（既決予定額）（補正予定額）（計）。 

 収入、第２款資本的収入２億６，９４２万１，０００円、ゼロ、２億６，９

４２万１，０００円。 

 第２項企業債８，９５０万円、３，９５０万円、１億２，９００万円。 

 第４項出資金７，９５０万円、３，９５０万円の減、４，０００万円。 

 支出、第１款資本的支出３億２，０８１万７，０００円、９万９，０００円

の減、３億２，０７１万８，０００円。 

 第１項建設改良費１，８４９万８，０００円、６００万円の減、１，２４９

万８，０００円。 

 第３項配水管路耐震化事業費２億８，８１９万５，０００円、５９０万１，

０００円、２億９，４０９万６，０００円。 

 （企業債）第４条、予算第６条に定めた企業債の限度額を次のとおり改める。

変更前８，９５０万円、変更後１億２，９００万円。 

 （議会の議決を経なければ流用できない経費）第５条、予算第８条第１号に

定めた経費の金額を次のように改める。 

 （科目）（既決予定額）（補正予定額）（計）。 

 職員給与費２，１４５万６，０００円、３２万９，０００円の減、２，１１

２万７，０００円。 

 次のページをお願いします。 
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 （他会計からの出資金）第６条、予算第９条に定めた他会計からの出資金に

ついて次のとおり補正する。 

 目的、第１期配水管路耐震化事業一般会計出資金、既決予定額７，９５０万

円、補正予定額３，９５０万円の減、計４，０００万円。 

 令和元年１２月１２日提出、大木町長、境公雄。 

 以上でございます。 

 

議長  職員の朗読を終わります。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。境町長。 

 

境町長  議案第６５号令和元年度大木町水道事業会計補正予算（第３号）に

ついての提案理由を申し上げます。 

 本案の内容につきましては、水道事業費を２３万円減額し、収益的支出の計

を２億３，０３２万１，０００円とするものでございます。 

 また、資本的支出も９万９，０００円減額し、資本的支出の計を３億２，０

７１万８，０００円として計上するものでございます。 

 詳細につきましては担当課長に説明させますので、ご審議いただき、議決賜

りますようお願い申し上げまして、提案理由といたします。 

 

議長  これをもって提案理由の説明を終わります。 

 詳細にわたる説明を所管課長に求めます。川村建設水道課長。 

 

建設水道課長  それでは、議案第６５号令和元年度大木町水道事業会計補正

予算（第３号）についてを説明いたします。 
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 議案書４ページの令和元年度大木町水道事業会計補正予算実施計画書、こち

らのほうをお開きください。 

 収益的支出では、１款水道事業費、１項営業費用、４目総係費で２３万円の

減額補正を計上いたしております。内容としては、備考欄にありますとおり、

給与改定に伴う給料の増額や通勤手当等の確定に伴う手当及び福利厚生費の減

額となります。詳細は６ページの給与明細書、こちらのほうに詳細を示してお

りますので、ご参照いただければと思います。 

 次に、５ページをお願いいたします。 

 資本的収支のほうです。 

 資本的収入につきましては、１款資本的収入において補正予定額はゼロとな

っておりますが、４項１目の一般会計からの出資金、この減額分を２項１目の

企業債、こちらのほうで補塡すべく、同額の補正計上を行っているところです。 

 資本的支出のほうは、１款資本的支出全体で９万９，０００円の減額補正を

計上いたしております。内容として、１項１目配水設備改良費の減額と３項１

目配水管路耐震化事業費の工事請負費、こちらについて同額の増額、これは予

算を組み替えたものであります。 

 ３目総係費の増額補正は、やはり備考欄にありますとおり、職員手当及び法

定福利費の額の確定に伴う増減額をそれぞれ計上いたしているものです。こち

らも、詳細は同じく６ページの給与費明細書をご参照いただければと思います。 

 続いて、戻っていただいて、１ページの第３条をお願いいたします。 

 今回、先ほど資本的収支のところでありましたように、資本的支出額がマイ

ナス９万９，０００円となっておりますので、こちらにある資本的収入額が資

本的支出額に対し不足する額、これについては、支出がマイナスになった関係

で不足額も圧縮されております。９万９，０００円圧縮されて、累計５，１２
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９万７，０００円となっております。 

 補塡する内訳については、減債積立金、建設改良積立金はそれぞれ従前どお

りで、過年度分損益勘定留保資金、こちらのほうで９万９，０００円圧縮して

１，７１７万３，０００円という形で修正を行っているところです。 

 以上で説明を終わります。 

 

議長  所管課長の説明を終わります。 

 これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

 

    質疑なし 

 

議長  質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。議案第６５号については、会議規則第３８条第３項の規

定によって委員会の付託を省略したいと思います。ご異議ありませんか。 

 

    異議なし 

 

議長  ご異議なしと認めます。したがって、議案第６５号については委員会

の付託を省略することに決定しました。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

 

    討論なし 

 

議長  討論なしと認めます。 
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 お諮りいたします。採決を行いたいと思います。ご異議ありませんか。 

 

    異議なし 

 

議長  ご異議なしと認めます。 

 この採決も起立によって行います。日程第１５、議案第６５号令和元年度大

木町水道事業会計補正予算（第３号）については、原案のとおり決定すること

に賛成の方は起立願います。 

 

    起立多数 

 

議長  起立多数です。したがって、議案第６５号本案については、原案のと

おり可決されました。 

 日程第１６、議案第６６号大木町学童保育所の指定管理者の指定についてを

議題といたします。 

 職員をして議案を朗読いたさせます。事務局長。 

 

事務局長  議案第６６号大木町学童保育所の指定管理者の指定について。 

 大木町学童保育所の指定管理者を次のとおり指定することについて、地方自

治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、議会の

議決を求める。 

 令和元年１２月１２日提出、大木町長、境公雄。 

 以上でございます。 
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議長  職員の朗読を終わります。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。境町長。 

 

境町長  議案第６６号大木町学童保育所の指定管理者の指定についての提案

理由を申し上げます。 

 本案は、大溝、木佐木、大莞の各校区の学童保育所の指定管理者である特定

非営利活動法人おおき・ほっとかんが令和２年３月３１日をもって指定期間の

満了を迎えるため、新たに指定管理を指定する必要があり、特定非営利活動法

人おおき・ほっとかんより提出された申請書の内容を審査したところ、これま

での実績を含め、公の施設の設置目的を効果的かつ効率的に達成できると認め

られるので、大木町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第５

条第１項第３号の規定により、令和２年４月１日から令和７年３月３１日まで

の５カ年間、引き続き特定非営利活動法人おおき・ほっとかんを指定管理者と

して指定し、管理を行わせるものであります。 

 詳細につきましては担当課長に説明させますので、ご審議いただき、議決賜

りますようお願い申し上げまして、提案理由といたします。 

 

議長  これをもって提案理由の説明を終わります。詳細にわたる説明を所管

課長に求めます。内藤こども未来課長。 

 

こども未来課長  議案第６６号大木町学童保育所の指定管理者の指定につい

てご説明申し上げます。 

 議案書と参考資料は６１ページをごらんください。 

 大木町学童保育所の指定管理者につきましては、議会の同意を得て、特定非
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営利活動法人おおき・ほっとかんを平成２９年４月１日から平成３２年３月３

１日まで指定管理者として指定をしているところであります。 

 今回、指定管理者の指定期間満了となることに伴い、来年度の入所事務が必

要な時期となることから、新たに指定管理者を選定するに当たり、特定非営利

活動法人おおき・ほっとかんより提出されました申請書を審査したところ、大

木町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第５条第１項第３号

により、公の施設の設置目的を効果的かつ効率的に達成することができる団体

と認められるので、これまでの実績とこれからの安定した継続した運営のため、

令和２年度から令和６年度までの５カ年間、特定非営利活動法人おおき・ほっ

とかんを引き続き指定管理者として選定し、管理を行わせるものであります。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

 

議長  所管課長の説明を終わります。 

 これより質疑を行います。質疑ありませんか。２番、野口裕子議員。 

 

野口裕子議員  お尋ねいたします。 

 この指定管理者の業務の期間というのは５年間という決まり、条例などで決

まっているのでしょうか。その点をお尋ねいたします。 

 

議長  答弁を許します。内藤こども未来課長。 

 

こども未来課長  野口議員の質問にお答えいたします。 

 指定管理につきましては、当初３年という形でしているのが多いかと思いま

す。ただ、その後の継続した事業展開とかそういう部分につきましては、一定
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要件を満たせば５年間という形での指定管理をしている部分というのが多く見

受けられてきちんとそれが、いつからの分がどうということではないんですけ

れども、そういう形での対応がほとんどだというふうに認識しております。 

 以上でございます。 

 

議長  ほかに質疑ございませんか。 

 

    質疑なし 

 

議長  これをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。議案第６６号については、議案の審査を文教厚生常任委

員会に付託したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

 

    異議なし 

 

議長  ご異議なしと認めます。したがって、日程第１６、議案第６６号大木

町学童保育所の指定管理者の指定については、文教厚生常任委員会に付託する

ことに決定しました。 

 日程第１７、議案第６７号大木町立木佐木小学校増改築工事請負契約の締結

についてを議題といたします。 

 職員をして議案を朗読いたさせます。事務局長。 

 

事務局長  議案第６７号大木町立木佐木小学校増改築工事請負契約の締結に

ついて。 
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 大木町立木佐木小学校増改築工事について、次のように工事請負契約を締結

するものとする。 

 令和元年１２月１２日提出、大木町長、境公雄。 

 以上でございます。 

 

議長  職員の朗読を終わります。 

 提出者からの提案理由の説明を求めます。境町長。 

 

境町長  議案第６７号大木町立木佐木小学校増改築工事請負契約の締結につ

いての提案理由を申し上げます。 

 本案は、木佐木小学校増改築工事を施工するため、株式会社熊丸組と工事請

負契約を締結するに当たり、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処

分に関する条例（昭和３９年大木町条例第３号）第２条の規定により町議会の

議決を求めるものでございます。 

 詳細につきましては担当課長に説明させますので、ご審議いただき、議決賜

りますようお願い申し上げまして、提案理由といたします。 

 

議長  これをもって提案理由の説明を終わります。 

 詳細にわたる説明を所管課長に求めます。野田学校教育課長。 

 

学校教育課長兼生涯学習課長  議案第６７号大木町立木佐木小学校増改築工

事請負契約の締結についてご説明いたします。 

 今回契約する工事は、木佐木小学校において現在不足している多目的教室を

初め、教育相談室、多目的トイレ等を整備するものです。あわせて浄化槽の改
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築、飼育小屋の移設などを行うこととしております。 

 参考資料６２ページのほうをお願いいたします。 

 本契約に係る入札は、事後審査型条件つき一般競争入札にて実施し、令和元

年１１月１２日に開札いたしました。 

 入札参加条件は、南筑後、八女、久留米の各県道整備事務所管内に本店、支

店、営業所を有する者で、経営規模等評価結果通知書、総合評定値８２０点以

上であること、ただし、町内に本店、支店、営業所等を有する者は７００点以

上であることとしております。 

 入札参加業者は４者で、落札した株式会社熊丸組を契約業者とし、契約金額

は消費税込み１億８，３８１万円です。落札率は７８．０％となっております。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

 

議長  所管課長の説明を終わります。 

 これより質疑を行います。質疑ありませんか。７番、益田隆一議員。 

 

益田隆一議員  毎度のことなんですが、こういう大きな予算が動く、特にこ

ういう町が財産を取得する際には、１億円を超える物件に関しまして私が感じ

ましたことは、以前もありましたが、体育館を工事する際にも、後々出てくる

のが追加工事がありますと。追加工事がこれぐらいありますので補正のほうで

お願いしますという金額が決して安くないんですよね。単純に１億８，０００

万円で１割追加工事が出ても１，８００万円と。この１，８００万円とか、簡

単に出るような数字じゃないですよね。 

 心配なのが、この入札の金額を見ても、一番高いところと一番安いところで

４，０００万円ぐらい差が出ていますので、それだけ安いなりの、もちろん安
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いにこしたことはないんですが、この安いなりのやはり何らかの危惧するとこ

ろが出てくるんじゃないのかなと個人的には心配しているところでございます

ので、しっかりとした営繕課との入念な打ち合わせ等をやっていただいて適切

な工事をやっていただきたいと。これはぜひちょっとお約束いただきたいなと

いう部分ですね。また追加工事が出ました、何々が出ましたというのでは最初

の打ち合わせはなかったようなものになりますので、この辺のところは入念に

打ち合わせのほうをやっていただきたいというところで。要望で。 

 

議長  答弁要りませんか。求めましょうか。 

 

益田隆一議員  いただきましょうか。 

 

議長  答弁を許します。野田学校教育課長。 

 

学校教育課長兼生涯学習課長  ご質問にお答えいたします。 

 今回、設計に当たっては、委託をいたしまして、もちろん営繕係も加わった

中で設計を積み上げてきているところです。残念ながら、一部予算的に超過し

ている関係もありまして、一部落とした形で入札させていただいております。 

 今回、落札しましたので、その分については、一部、当初予定していた分で

どうしても予算内におさまらなかった分については追加的に一応予定している

分はございます。ここでちょっと詳細は申し上げられませんけれども、一部と

している分については、また営繕係としっかり協議して追加はお願いしたいと

いうのを考えておるところです。 

 以上です。 
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議長  ７番、益田隆一議員。 

 

益田隆一議員  最初から追加を予定していますという、はい、そうですかみ

たいな感じで答えるのもいかがなものかとは思うんですが、もちろんこれだけ

の金額が動くものですから、もう事前にそういう青図の図面的なものはできて

いると思うんですよね。恐らく議会のほうにもこういう図面でやりますという

提案が出てくるかと思います。大体それがすんなり通ったことがないですよね、

今までの経験上。これはやっぱりこうしたほうがいいんじゃないのかとか、こ

の辺の位置はこうしたほうがいいんじゃないかとか、我々議会の中にもプロが

いるものですから、そういう建物に関してはこういういろいろ注文が出てくる

と思うんですよね。それを踏まえた上でのやっぱり金額で予算として出すとい

うのが本来の予算の申告かなと。 

 もう最初から、こういうのを予定して追加が出ますと言って、はい、そうで

すかとはなかなか。これはよかったですねでは終わるところではないと思いま

すので、やはりそこを踏まえた上でのあれじゃないと、また同じようなところ

でこういうのが出たとしても、また同じようなことがずっと続いていくのであ

ればちょっといかがなものかなと思いますから、私が言わずとも多分誰かがま

た言ってくると思いますので、とりあえず今回、私はこれで終わります。 

 

議長  １１番、小畠裕司議員。 

 

小畠裕司議員  追加でお聞きしたいんですけれども、まず、工事監理は設計

者と同じ方がやられるのか。それから、先ほど課長が言われました、これに乗
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っかっていない追加工事があるというふうに言われてあったんですけれども、

補助の対象にならなかったから乗らなかったのか、金額が合わなかったからこ

の全体工事に乗らなかったのかどうなのか。その辺もう少し、しゃべられる範

囲で結構ですので、教えていただきたいなと思っております。よろしくお願い

します。 

 

議長  答弁を許します。野田学校教育課長。 

 

学校教育課長兼生涯学習課長  ご質問にお答えいたします。 

 まず１点目の工事監理につきましては、設計者のほうに契約することにして

おります。設計した会社に工事監理を委託したいというふうに思っております。 

 ２点目については、一応外構的な工事の分についてがどうしても今回おさま

っていなかったものですから、一旦外した形で今回設計を仕上げて入札をして

いるというような状況でございます。したがいまして、一応外構についてを追

加的に行っていきたいというふうに考えております。 

 補助については、一応外構については補助対象外ということで認識しており

ます。 

 以上です。 

 

議長  ６番、北島好昭議員。 

 

北島好昭議員  きょうはもう契約、議決ということですから、当然入札も完

了しておるということで、はっきり言って議会のほうに今まで情報提供はなか

ったと思うんですけれども、どこにどのようなものが建つかも全く私どもは把
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握していません。もう入札もあったわけですから、配置図とか平面図ぐらいは

もう情報提供やっていただいてもいいのかなというふうにちょっと思っておる

ところです。これは意見ということでお願いいたします。 

 

議長  １１番、小畠裕司議員。 

 

小畠裕司議員  すみません。何度もくどいようですけれども、外構工事が一

部外れましたということで、この概要の中に外構工事が入っているんですよね。

だから、一般的に外構工事でどこをどう区別されたのかがなかなか不透明な部

分があるかと思います。 

 この契約書、この発表部分を見る限り、どこからどこまでがこの金額の中に

おさまっていて、それから先、ここからここまでの外構工事がないんですよと

いう、何かそういったものがお示しできないものかと思っております。 

 それからもう一つ、工事監理が設計者と同じ方がつくと言われてあったんで

すけれども、その工事監理をする職員の管理者というのはどなたがなられる。

難しい話、工事監理をやられる、設計事務所かと思うんですけれども、そこを

管理する人は誰がいるんでしょうか。 

 今まで往々にして工事監理が余りうまくいっていない部分とかが結構ありま

したので、そこをちゃんと管理できる人が庁舎内にいて、工程会議なり何なり、

営繕係の方が多分出られるんだろうと思うんですけれども、その方がきちっと

ここを管理してくださいよというのが言える方がいらっしゃるのかどうなのか。

また、いらっしゃらなければ外部から雇われるのか、それとも綿密に話し合い

ながら工事を進めていかれるのか。非常にこれは重要なことだろうと思うので、

お考えがあればお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。 
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議長  それでは、答弁を許します。野田学校教育課長。 

 

学校教育課長兼生涯学習課長  ご質問にお答えいたします。 

 まず、１点目の外構については後ほど、今、北島議員のほうからも、実は議

員さんが入れかわる前に、設計等当初予算のときに図面等をお示しして説明は

しておりましたけれども、議員さんが５月に変わられましたので、また改めて

ご説明をさせていただきたいというふうに思います。 

 それから、工事監理については委託いたしますけれども、当然私ども原課と、

あと営繕係と協力しながら行っていくことにしております。今のところ、まだ

契約、今仮契約の状況ですので、正式な契約となった時点で役場のほうの窓口

となる職員については決定していきたいというふうに思います。 

 以上です。 

 

議長  それでは、答弁を許します。まず、川村建設水道課長。 

 

建設水道課長  補足してお答えいたします。 

 議員ご指摘のとおり、建築工事において、その工事監理の監督者というのが

人材が不足しているところは非常にご指摘のとおりで、現在、建築の技師をい

わゆる一人前にするべく経験を積ませている最中でございます。営繕係の中で

今回のような大きな工事については工事監理者と慎重に検討しながら、そごの

ないような形で進めてまいりたいと思っておりますので、何とぞ温かくお見守

りいただければと思っております。 

 以上です。 
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議長  答弁を許します。境町長。 

 

境町長  今、建設水道課長がお答えしましたけれども、基本的にはやっぱり

人を育てるというのが非常に大事なことだというふうに思っていますので、温

かい目で見守っていただきたいというのは確かにあるんですけれども、建築工

事に関して、なかなかやっぱりそういう技術的な知見を持った人間がおらなく

てこれまでもちょっと問題が生じたようなこともございましたので、私として

は短期間でもそういう知見を持った方に来ていただいて、建築に関するそうい

う管理体制人の充実は図っていきたいというふうに思っております。できれば

そういう人材がいらっしゃったら、ぜひそういう方について建築に関する知見

を持った方の補強を考えたいなというふうに思っております。 

 以上でございます。 

 

議長  よろしいですか、小畠議員。では、１０番、古賀知文議員。 

 

古賀知文議員  当たり前のことを言うんですけれども、落札率が低いという

ことは当町にとりましてはもうありがたいことなんですけれども、ともすると

いわゆる安全設備等にやはりしわ寄せがいくというようなこともありますので、

例えば工事者とか管理者、それから発注者は、ましてや工事現場が小学校です

ので子供たちに安全なように、工事前、それから工事中にしっかり説明をしな

がら工事を進めていただきたいというふうにお願いしておきます。 

 

議長  ほかにございますか。７番、益田隆一議員。 



131 

 

益田隆一議員  すみません。大変しつこいようで申しわけないですが、今回

のような追加工事であったというのがＷＡＫＫＡ、ご存じですか。あのＷＡＫ

ＫＡを建てた際にも、たしか建物が１億数千万円かかって、その後に外構工事

として、要はあそこが数千万円かかりますよと。我々はもう全部ひっくるめて

幾らというふうにやっぱり考えているものですから、後々後から出されて、い

や、またこれ外構かかりますと、じゃ、何千万出してくださいよと。我々が仮

に財布のひもを縛っているのであれば、やはりそれは抵抗ありますよね。じゃ、

すみません、これだけかかるので請求書ぽんと出されてぽんと払うかと。 

 恐らく執行部と我々の違いというのは、以前にも申し上げましたが、多分自

分のお金じゃない部分だと思うんですよ。これが仮に、ご自分のご自宅を建て

た際に建築会社に頼んでおいて家建ててもらいましたと。いや、すみません、

建てた後に外構工事、何千万かかるんですよと言われてすんなり払うかと。恐

らく私だったら、いや、これはちょっと含まれているんじゃないのという突っ

込みは入ると思うんですよね。それがやはり私が思った疑問であり、そこの部

分も踏まえた上でのこういう予算のほうで報告していただきたいなと。 

 実際、先ほど北島議員がおっしゃられた青図も何もない状態で、今回のこの

議会にぽんと出されて１億何千万かかります、通してくださいと。残念ながら

我々は追認機関ではないですから、この部分はやはり若干軽視している部分が

あるのではないのかなと思います。 

 これはすみません。別に野田課長を責めているわけではなく、今回のこうい

う箱物に関しては、そういうところも踏まえた上での慎重な事前の打ち合わせ

等が必要ではないのかなと思います。１０万、２０万じゃないんですよ。これ

はやはり何千万の町民の税金から出された金額なものですから、そこはやはり
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軽く考えていただきたくないなというのが私のこれは意見でございます。そこ

はぜひ十分留意していただいて、今後のこういう予算等に関しては注意してい

ただきたいなというところでございます。すみません。 

 以上です。 

 

議長  答弁を許します。境町長。 

 

境町長  益田議員のご質問にお答えしたいと思います。 

 追加工事の件について、やっぱりいろいろ疑問をお持ちなのかなというふう

に思っております。私としても、いかに限られた予算の中で効果的な事業をや

っていくのかということは常に頭を悩ませているところでございます。 

 当初予算を幾らでも膨らませてやればそれが一番いいんでしょうけれども、

なかなか全体予算の中で非常に厳しいので、当初予算をできるだけ絞り込むと

いうようなことも実際やっています。その中で実際設計してみると、少し、一

部どうしてもそれが結果的に入らなかったということも実はございまして、そ

ういうときにご相談して落札率等の歩合で工事をお願いするということもこれ

までに多々あったかなというふうに思っております。 

 ただ、おっしゃるように、予算が余っているからこの際というような、そう

いうような疑念をお持ちじゃないかなと思うんですけれども、そこら辺につい

てはおっしゃるように、必要なことはせないかんですけれども、予算が余って

いるからこの際ということについては、やっぱり現にしっかり必要なことにつ

いては検証して、必要な工事を選別してやっていく、もしくは備品を購入する

という、そういうことについては、今後ともぜひそういう方向で取り組んでい

きたいというふうに思います。 
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 以上でございます。 

 

議長  益田副町長。 

 

副町長  先ほどの益田議員の質問の中で、ＷＡＫＫＡの工事に関して追加、

追加で出てきたというようなお話がありましたけれども、ＷＡＫＫＡについて

は、建物の工事と外構の工事が補助事業が違っていましたので分けて取り組ん

だというような形ですので、最初に建物をつくる段階で、その後に広げて事業

を拡大したというような形ではありませんので、その点、ご確認をお願いした

いというふうに思います。 

 以上です。 

 

議長  ７番、益田隆一議員。 

 

益田隆一議員  すみません。私も別に感情的に怒っているわけじゃないです

けれども、いや、重々理解できます。事務処理とかそういう進行的なものは執

行部はこうしないといけないというのは重々わかるんですけれども、事前に言

っていただく分といきなりきょうこの場でぽっと発言される部分というのはや

はり違ってくると思うんですね。そういうＷＡＫＫＡの部分であれば、例えば

事前にこういうふうにもしかしてかかるかもしれないと、こういう事業は別で

すよというのを我々が理解した上でこういう場で出るんであれば別ですけれど

も。 

 いや、それはもう重々わかるんですよ。その仕組みは確かに難しいと思いま

す。入札であれ、いきなり追加工事の部分を含めた入札というのは、もうそれ
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は現実的に難しいと思います。ただ、この場でいきなりぽっと言われて、これ

だけかかって次これぐらいかかりますと言われると、それはえっとやはりなる

部分だと思うんですね。 

 事前にやはり、何度も言いますけれども、下打ち合わせであれ、全員協議会

でこういうのが今度議案で出ますので、要は覚悟しておいてください的なこと

でも言っていただければ、我々、構えるところがあるんですけれども、寝耳に

水ですよね。本当に私が自分の手出しでお金出すのであれば、いや、ちょっと

待てよとなると思いますので、そこは事前にやはりちゃんとした打ち合わせ等

をぜひしていただければなと。ちょっとでもいいんですよ、かかるかもしれな

いと。その辺踏まえた上で検討いただきたいというのを一言だけでも付け加え

ていただけるだけでも今後変わってくるんじゃないのかなと。別に疑問を何で

も思っているわけでもないです。本当に別に執行部を批判しているわけでもな

くて、そういうのはちゃんと入念に下打ち合わせ等をしていただきたいという

程度のところですので。 

 以上です。 

 

議長  ほかに質疑ございませんか。３番、原田勝議員。 

 

原田勝議員  これは木佐木小学校だからちょっと私、言いたいんですけれど

も、これはもうあくまでも意見なんですけれども、屋上の防水工事をやって、

もう完全にやったんですけれども、まだ雨漏り等少しあるみたいなんですよ。

実際本当にこの工事をやって、先ほど言われたようにまた予算もかさんでいく

んだったら、もう綿密に打ち合わせ等々やって、要するに子供たちが安全で過

ごせる学校にしてもらいたいと思います。 
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 以上です。 

 

議長  原田議員、ちょっと確認でしたけれども、防水工事は校舎本体の。 

 

原田勝議員  いや、屋上です。 

 

議長  いや、校舎本体の屋上ということですね。 

 それでは、一応意見というふうなことでしたけれども、答弁よろしいですね。

１０番、古賀知文議員。 

 

古賀知文議員  若干疑いが出てきたんですけれども、入札時のいわゆる条件

としては、その外構工事ももちろん入って皆さん、４業者ですか、の方にも応

札してもらったということでしょうね。というのは、条件が変わってきますの

で。 

 というのはもう一つ、当然含めて積算されているんでしょうね。経費率が変

わってきますので。その点もちょっと教えてもらえたらと思います。 

 

議長  答弁を許します。野田学校教育課長。 

 

学校教育課長兼生涯学習課長  お答えいたします。 

 もちろん当初、全体を積み上げて設計しておりましたが、どうしても設計自

体が予算の中にやっぱりおさまらなかったものですから、一部を外した形で入

札させていただいております。したがって、当然同じ条件で、当然設計書も内

訳書も全て変えております、落とした形で。それで、先ほど説明しました事後
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調査型の条件つきの一般競争入札をさせていただいております。 

 以上です。 

 

議長  川村建設水道課長。 

 

建設水道課長  補足して説明いたします。 

 議員のご指摘については、後の追加工事において追加された際に当然経費率

が変わるよねというお話だったと思います。当然、今、学校教育課長が答弁し

ましたとおり、最初は示した仕様の分のみで事業費を算出して中間経費も上げ

たところで入札をしました後、追加工事が出て事業費総額が変われば、それに

応じた中間経費を引き直した上で落札率で随意契約の金額を決めていくという

流れになります。 

 以上です。 

 

議長  １０番、古賀知文議員。 

 

古賀知文議員  そうすると、いや、もう一回しつこいようですけれども、外

構についても図面をこの４者とも見せて、それでこの外構については今回入り

ませんというお話なんですか。それとも、はなから外構は図面になくて、要す

るに外した形で入札されたんですか。 

 というのが、私が言いたいのは、いずれ随契になるんじゃないかと思うんで

すよ。要は、そこに工事やっていてそれに外構やるといったときに、じゃ、ほ

かの３者が現実的にできるかどうかと。要するに随契で発注した場合に。結局、

この業者さんしか現実的にはとれないというか、それが一般的ですよね。経費
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率に関してはもうわかりました。おっしゃるように、税金のときにそうやって

やるというのはわかりましたけれども、要は、７請け負うのと１０請け負うん

では、請け負う人のやっぱりあれが違ってくるんですよ、実は。大きな金と小

さい金で請け負うわけですから。だから、もし発注されるなら、外構も入った

図面で、実は今回、これは外しますよと、外構を外した中で応札してください

というのが僕はよかったかなというふうに思うんですけれども。 

 

議長  答弁を許します。野田学校教育課長。 

 

学校教育課長兼生涯学習課長  ご質問にお答えいたしますけれども、外構の

一部は当然入っておりますので、当然入札する際には、今回お願いする分と予

算で足りなかった分の落とした分というのは明確にした上で入札させていただ

いております。今回、ちょっとまた後ほど図面等をお示しして、どの分を入れ

ていなくてどの分を外した形で入札したかについては詳しくご説明したいと思

います。 

 以上です。 

 

議長  ２番、野口裕子議員。 

 

野口裕子議員  私の勘違いでなければ、図面は新人議員の研修のときにいた

だいたと思います。ただ、やはりもう期間もたっておりますので、今回提出し

ていただいておればよかったかなと思います。 

 今回、学校訪問で学校施設を訪問する際に、同じ校舎であっても網戸枠があ

るないとか、そういうところでやっぱり金額の差は出てくると思うんですよね。
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今回のこの建物に関してもやっぱりまた網戸も必要になってくると思うんです

けれども、そのあたりが入っているかどうかというのは今回はお聞きしないん

ですけれども、金額だけで示してしまうと落ち度があったりして、地元のサッ

シ屋さんのお話で、中学校の体育館の窓枠のガラスが触れないようにするテー

プというかがありますよね。サッシが動きにくいようにしている、窓枠の。そ

れがもうぽろぽろ落ちてきて、中学校の体育館。それは値段が安いとそういう

つくりになっていると。ちょっと値段がいいサッシだと、もうもとからそれが

挟み込むのではなくてというふうな違いがあるということを聞いたことがある

んですね。 

 だから、金額を安くしていけばそういう、やっぱり後からの補修なりがかか

ってくると思うので、ちょっと大変だとは思うんですけれども、細かく、今現

在学校施設で出ている問題点はしっかり押さえたところで業者選びをしてほし

いと思います。お願いいたします。 

 

議長  意見としてですね。 

 

野口裕子議員  はい。 

 

議長  ほかにございますか。 

 

    質疑なし 

 

議長  これをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。議案第６７号については、会議規則第３８条第３項の規
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定によって委員会の付託を省略したいと思います。ご異議ありませんか。 

 

    異議なし 

 

議長  ご異議なしと認めます。したがって、議案第６７号については委員会

の付託を省略することに決定しました。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

 

    討論なし 

 

議長  討論なしと認めます。 

 お諮りいたします。採決を行いたいと思います。ご異議ありませんか。 

 

    異議なし 

 

議長  ご異議なしと認めます。この採決は起立によって行います。日程第１

７、議案第６７号大木町立木佐木小学校増改築工事請負契約の締結については

原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

 

    起立多数 

 

議長  起立多数です。したがって、議案第６７号本案については、原案のと

おり可決されました。 

 日程第１８、議案第６８号町道の路線の認定についてを議題といたします。 
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 職員に議案を朗読いたさせます。事務局長。 

 

事務局長  議案第６８号町道の路線の認定について。 

 次のとおり町道の路線を認定することについて、道路法（昭和２７年法律第

１８０号）第８条第２項の規定により、議会の議決を求める。 

 令和元年１２月１２日提出、大木町長、境公雄。 

 以上でございます。 

 

議長  職員の朗読を終わります。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。境町長。 

 

境町長  議案第６８号町道の路線の認定についての提案理由を申し上げます。 

 本案は、開発行為により築造された道路の寄附の申し出に対し、受納するこ

ととなったものについて、新たに路線の認定を行う必要があるので、道路法第

８条第２項の規定により議会の議決を求めるものです。 

 詳細につきましては担当課長に説明させますので、ご審議いただき、議決賜

りますようお願い申し上げまして、提案理由といたします。 

 

議長  これをもって提案理由の説明を終わります。 

 詳細にわたる説明を所管課長に求めます。川村建設水道課長。 

 

建設水道課長  それでは、議案書の別紙、認定路線一覧表、それから、参考

資料は６３ページ、こちらのほうをお願いいたします。 

 当該認定の２路線、こちらについては、認定位置図のとおりになっておりま
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す、場所については。いずれも開発行為によって設けられた通路で、八丁牟田

地区における詳細は参考資料の６４ページ、それから三八松地区の詳細はさら

に次の６５ページのとおりとなっております。いずれも寄附を採納したことか

ら、新たに町道として認定する旨、議決を求めるものです。 

 以上です。 

 

議長  所管課長の説明を終わります。 

 これより質疑を行います。議案第６８号について質疑ありませんか。 

 

    質疑なし 

 

議長  質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。議案第６８号については、議案の審査を総務建設産業常

任委員会に付託したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

 

    異議なし 

 

議長  ご異議なしと認めます。したがって、日程第１８、議案第６８号町道

の路線の認定については、総務建設産業常任委員会に付託することに決定しま

した。 

 お諮りいたします。本日の会議はこれにて延会したいと思います。ご異議あ

りませんか。 

 

    異議なし 
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議長  ご異議なしと認めます。したがって、本日はこれにて延会することに

決定しました。 

 本日はこれにて延会します。次回は、１２月１８日、午前９時３０分にお願

いいたします。お疲れさまでした。 

 

 

延会    １５時２５分 


